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国 自 整 第 １ ２ ４ 号 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 

 

 

四国運輸局長 殿 

 

 

  自動車局長      

                            （公印省略） 

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」（令和 2年 4月 1日付

け、国自整第 353 号）の一部改正について 

 

 

本年４月９日に開催された次官連絡会議等の場において、政府全体として個人番号

カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成 25 年法律第 27 号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同

じ。）の利用を促進するため、各省庁の所管事項で本人確認を求めるときその例示に

個人番号カードを必ず入れるよう要請があった。これを踏まえ、道路運送車両法（昭

和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第 79 条による自動車特定整備事業の認

証申請に係る添付書類を規定する標記通達について、その他所要の改正とともに、別

紙新旧対照表のとおり改正したので了知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われた

い。 

なお、関係団体には別添のとおり通知したので申し添える。 
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国自整第１２４号の３  

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日  

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 

一般社団法人日本自動車工業会 会長 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 会長 

 一般社団法人日本自動車販売協会連合会 会長     殿 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 会長 

 日本自動車輸入組合 理事長 

日本自動車車体整備協同組合連合会 会長        

全国自動車電装品整備商工組合連合会 会長 

全国タイヤ商工協同組合連合会 会長 

 

 

国土交通省自動車局長     

                            （公印省略）    

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」（令和 2年 4月 1日付

け、国自整第 353 号）の一部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知した

ので、貴会（貴組合）におかれましては、傘下会員（組合員）に対し周知徹底をお願

いします。 

 

別添 
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「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い

及
び

指
導

要
領
に

つ
い
て
（

依
命

通
達

）
」
（
令

和
2
年

4
月

1
日
付
け
、
国
自
整
第

3
5
3
号
）
 

の
一

部
改
正

に
つ
い

て
（
新
旧

対
照

表
）
 

（
下
線
部
が
改
正
箇
所
）
 

新
 

旧
 

別
添
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指

導
要
領
 

 目
次
 
（
略
）
 

 第
１
節
～
第
３
節
 
（
略
）
 

第
４
節
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に

係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
 

１
 
法
第

9
4
条
の
２
に

よ
る
指
定
自
動
車

整
備
事
業
の
指
定
申
請
等
に
お
け

る
申
請
書
、
添
付
書
面
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
添
３
「

指
定
自
動
車

整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
扱
い
及
び
指

導
要
領
」
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の

と
す
る
。
 

２
 
法
第

9
4
条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標

章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
を

交
付
す
る
場
合
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は

、
別
添
３
の
２
「
紙
に
よ
る
保
安

基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は

限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
要

領
」
、
同
法
第

9
4
条
の
５
第
２
項
、
第
３

項
に
よ
り
保
安
基
準
適
合
証
に
記

載
す

べ
き

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
登

録
情

報
処

理
機

関
に

提
供

す
る

場
合
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
別
添
３

の
３
「
電

磁
的
方
法
に
よ
る
保
安

基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
の
取

扱
要
領
」
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の

と
す
る
。
 

第
５
節
 
（
略
）
 

 附
則
 

１
．
～
４
．
 
（
略
）
 

５
．
改
正
省
令
附

則
第
４
条
各
号
の
全
て
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
指
定

別
添
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
 

 目
次
 
（
略
）
 

 第
１
節
～
第
３
節
 
（
略
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第
４
節
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
 

１
 
法
第

9
4
条
の
２
よ

る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
申
請
等
に
お
け
る

申
請
書
、
添
付
書

面
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
添
３
「
指
定
自
動
車
整

備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
」
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の
と

す
る
。
 

２
 
法
第

9
4
条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
を

交
付
す
る
場
合
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
別
添
３
の
２
「
紙
に
よ
る
保
安

基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
要

領
」
、
同
法
第

9
4
条
の
５
第
２
項
、
第
３
項
に
よ
り
保
安
基
準
適
合
証
に
記

載
す

べ
き

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
登

録
情

報
処

理
機

関
に

提
供

す
る

場
合
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
３
の
３
「
電

磁
的
方
法
に
よ
る
保
安

基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
の
取
扱
要
領
」
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の

と
す
る
。
 

第
５
節
 
（
略
）
 

 附
則
 

１
．
～
４
．
 
（
略
）
 

５
．
改
正
省
令
附
則
第
４
条
各
号
の
全
て
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
指
定

別
紙
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自
動
車
整
備
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
令
和

６
年
３
月

3
1
日
ま
で
は
、
電
子

制
御
装
置
整
備
に
係
る
認
証
の
取
得
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車

両
法

施
行

規
則

第
３

条
第

８
号

に
規

定
す

る
運

行
補

助
装

置
又

は
同

条
第

９
号
に
規
定
す
る
自
動
運
行
装
置
を
備
え

て
い
る
自
動
車
に
係
る
法
第

9
4

条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準

適
合
証
、
保
安

基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
 

６
．
～
７
．
 
（
略
）
 

 別
添
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に

係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
 

 目
次
 
（
略
）
 

 第
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に
係

る
申
請
書
類
等
 

 
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
認

証
に

係
る

申
請

及
び

届
出

等
に

お
け

る
申

請

書
類
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
１
に
よ
る
こ
と

と
す
る
。
 

 第
２
～
３
 
（
略
）
 

第
４
 
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
実
施
す
る
場
所

 

エ
ー

ミ
ン

グ
作

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

ス
ペ

ー
ス

が
確

保
で

き

な
い
場
合
な
ど
、
電
子
制
御
装
置
点
検
整

備
作
業
場
に
お
い
て
実
施
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
自
動
車
製
作

者
等
の
作
成
す
る
整
備
要
領
書
等

に
お

い
て

エ
ー

ミ
ン

グ
作

業
を

屋
外

で
実

施
す

る
こ

と
が

許
容

さ
れ

て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
場
の
敷
地
内
に
限
り
、
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備

作
業

場
以

外
の

場
所

に
お

い
て

エ
ー

ミ
ン

グ
作

業
を

実
施

し
て

差
し

支
え

な
い
も
の
と
し
、
特
定
整
備
記
録
簿
に
当

該
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
実
施
し
た

場
所
及
び
天
候
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
と

す
る
。
 

自
動
車
整
備
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
令
和
６
年
３
月

3
1
日
ま
で
は
、
電
子

制
御
装
置
整
備
に
係
る
認
証
の
取
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車

両
施

行
規

則
第

３
条

第
８

号
に

規
定

す
る

運
行

補
助

装
置

又
は

同
条

第
９

号
に
規
定
す
る
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
に
係
る
法
第

9
4
条

の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適

合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
 

６
．
～
７
．
 
（
略
）
 

 別
添
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に
係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
 

 目
次
 
（
略
）
 

 第
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に
係
る
申
請
書
類
等
 

 
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
認

証
に

係
る

申
請

及
び

届
出

等
に

お
け

る
申

請

書
類
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
１
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 第
２
～
３
 
（
略
）
 

第
４
 
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
実
施
す
る
場
所
 

エ
ー

ミ
ン

グ
作

業
す

る
た

め
に

必
要

な
ス

ペ
ー

ス
が

確
保

で
き

な
い

場

合
な
ど
、
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
場
合
に
、
自
動
車
製
作
者
等
の
作
成
す
る
整
備
要
領
書
等
に
お
い

て
エ

ー
ミ

ン
グ

作
業

を
屋

外
で

実
施

す
る

こ
と

が
許

容
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は
、
当
該
事
業
場
の
敷
地
内
に
限
り
、
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場

以
外

の
場

所
に

お
い

て
エ

ー
ミ

ン
グ

作
業

を
実

施
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と
し
、
特
定
整
備
記
録
簿
に
当
該
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
実
施
し
た
場
所
及

び
天
候
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第
５
 
（
略
）
 

 別
添
２
 
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定

に
係
る
運
用
要
領
 

 

優
良

規
則

第
５

条
か

ら
第

７
条

ま
で

に
規

定
す

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か
を
審
査
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
十
分
留
意
し
て
判
定
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
 

優
良

規
則

第
５

条
か
ら

第
７

条
ま

で
の

第
１

号
及

び
優

良
規

則
第
５

条
第
２
号
 

実
施

で
き

る
整

備
作

業
の
範

囲
及
び

検
査

作
業

と
整
備

作
業
と

の
分

業
化
の
状
態
に
つ
い
て
の
人
員
及
び

施
設
の
関
連
 

(
2
)
 
優
良
規
則
第
５
条
第
３
号
 

ア
～
オ
 
（
略
）
 

 
 
カ
 
作
業
場
の
採
光
、
照
明
、
通
風
、
排
水
、
天
井
の
高
さ
及
び
床
面
積

等
作
業
環
境
 

キ
～
ク
 
（
略
）
 

(
3
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

 別
添
３
～
３
の
２
 
（
略
）
 

 別
添
３
の
３
 
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
安
基

準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章

の
取
扱
要
領
 

 目
次
 

第
１
 
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る

情
報
 

第
２
 
適
合
標
章
の
用
紙
 

第
５
 
（
略
）
 

 別
添
２
 
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
に
係
る
運
用
要
領
 

 

優
良

規
則

第
５

条
か

ら
第

７
条

ま
で

に
規

定
す

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か
を
審
査
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
十
分
留
意
し
て
判
定
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
 

優
良

規
則

第
５

条
か
ら

第
７

条
ま

で
の

第
１

号
及

び
優

良
規

則
第
５

条
第

２
号

実
施

で
き

る
整

備
作

業
の

範
囲

及
び

検
査

作
業

と
整

備
作

業

と
の
分
業
化
の
状
態
に
つ
い
て
の
人
員
及
び
施
設
の
関
連
 

 (
2
)
 
優
良
規
則
第
５
条
第
３
号
 

ア
～
オ
 
（
略
）
 

 
 
カ
 
作
業
場
の
採
光
、
照
明
、
通
風
、
排
水
、
天
上
の
高
さ
及
び
床
面
積

等
作
業
環
境
 

キ
～
ク
 
（
略
）
 

(
3
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

 別
添
３
～
３
の
２
 
（
略
）
 

 別
添
３
の
３
 
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章

の
取
扱
要
領
 

 目
次
 

第
１
 
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
情
報
 

第
２
 
適
合
標
章
の
用
紙
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第
３
 
適
合
標
章
の
記
載
方
法
 

第
４
 
適
合
標
章
の
表
示
 

第
５
 
用
紙
配
布
等
 

第
６
 
交
付
状
況
の
把
握
等
 

 第
１
～
６
 
（
略
）
 

 別
添
４
 
整
備
主
任
者
研
修
実
施
要
領
 

 目
次
 
（
略
）
 

 第
１
 
（
略
）

 
 第
２
 
研
修
の
区
分
 

１
 
（
略
）
 

２
 
技
術
研
修

 
(
1
)
～
(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
研
修
内
容
 

ア
 
自
動
車
の
新
機
構
・
新
装
置
の
構
造
・
機
能
及
び
点
検
・
整
備
方
法

 

イ
 

自
動

車
の

特
定

整
備

後
の

保
安

基
準

適
合

性
及

び
出

来
映

え
の

確

認
方
法
等
 

(
4
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

 

別
添
５
 
自
動
車
検
査
員
研
修
実
施
要
領
 

 １
～
３
 
（
略
）
 

４
 
研
修
の
項
目
、
内
容
等
 

第
３
 
適
合
標
章
の
記
載
方
法
 

第
４
 
適
合
標
章
の
表
示
 

第
５
 
用
紙
配
布
等
 

  第
１
～
６
 
（
略
）
 

 別
添
４
 
整
備
主
任
者
研
修
実
施
要
領
 

 目
次
 
（
略
）
 

 第
１
 
（
略
）

 
 第
２
 
研
修
の
区
分
 

１
 
（
略
）
 

２
 
技
術
研
修

 
(
1
)
～
(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
研
修
内
容
 

ア
 
自
動
車
の
新
機
構
・
新
装
置
の
構
造
・
機
能
及
び
点
検
・
整
備
方
法
 

イ
 

自
動

車
の

分
解

整
備

後
の

保
安

基
準

適
合

性
及

び
出

来
映

え
の

確

認
方
法
等
 

(
4
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

 

別
添
５
 
自
動
車
検
査
員
研
修
実
施
要
領
 

 １
～
３
 
（
略
）
 

４
 
研
修
の
項
目
、
内
容
等
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研
修
項
目
 

研
修
内
容
等
 

(
1
)
自
動
車
整
備
事
業
 

・
自
動
車
整
備
事
業
の
役
割
 

・
自
動
車
整
備
事
業
の
課
題
、
問
題
点
等
 

(
2
)
指

定
自

動
車

整
備

事
業
 

・
道
路
運
送
車
両
法
関
係
法
令
 

・
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
処
分
事
例
等
 

・
適
正
な
業
務
運
営
 

(
3
)
自

動
車

検
査

員
の

業
務
 

・
自
動
車
検
査
員
の
役
割
と
職
務
 

・
自
動
車
検
査
業
務
 

・
自
動
車
検
査
機
器
の
取
扱
い
 

(
4
)
関

係
法

令
及

び
主

要
通
達
 

・
最
近
の
関
係
法
令
の
改
廃
 

・
主
要
通
達
 

５
～
９
 
（
略
）
 

 別
紙
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に

係
る
申
請
書
類
等
 

 １
 
法
第

7
9
条
第
１
項

に
基
づ
く
認
証
に

係
る
申
請
書
の
記
載
項
目
及
び
同

条
第
２
項
、
第
３
項
に
基
づ
く
書
面
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。（

法
第

7
9
条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
３
項
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
添
付
書
面
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
申
請
者
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
個
人
番
号

の
記

載
の

な
い

も
の

に
限
る

。
）
、

個
人

番
号

カ
ー
ド
（

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

研
修
項
目
研
修
内
容
等
 

⑴
 
自
動
車
整
備
事
業
・
自
動
車
整
備
事
業
の
役
割
 

自
動
車
整
備
事
業
の
課
題
、
問
題
点
等
 

⑵
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
・
道
路
運
送
車
両
法
関
係
法
令
 

ア
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
処
分
事
例
等
 

イ
 
適
正
な
業
務
運
営
 

⑶
 
自
動
車
検
査
員
の
業
務
・
自
動
車
検
査
員
の
役
割
と
職
務
 

ア
 
自
動
車
検
査
業
務
 

イ
 
自
動
車
検
査
機
器
の
取
扱
い
 

⑷
  

関
係
法
令
及
び
主
要
通
達
・
最
近
の
関
係
法
令
の
改
廃
 

主
要
通
達
 

５
～
９
 
（
略
）
 

 

別
紙
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に
係
る
申
請
書
類
等
 

 １
 
法
第

7
9
条
第
１
項

に
基
づ
く
認
証
に
係
る
申
請
書
の
記
載
項
目
及
び
同

条
第
２
項
、
第
３
項
に
基
づ
く
書
面
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。（

法
第

7
9
条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
３
項
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
添
付
書
面
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
申
請
者
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票
等
申
請
者
を
特
定
で

き
る
書
面
 

 

第一章　整備事業関係

- 7 -



（
平

成
二

十
五

年
法

律
第
二

十
七

号
）

第
二

条
第

七
項

に
規

定
す

る
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
写
し
等
申
請
者
を
特
定
で
き
る
書
面
 

ウ
～
カ
 
（
略
）

 

２
 
法
第

8
1
条
か
ら
法
第

8
3
条
ま
で
に

基
づ
く
届
出
書
の
記
載
項
目
及
び

添
付
書
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
（

法
第

8
1
条
か
ら
第

8
3
条
ま
で
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
添
付
書
面
 

ア
～
イ
 
（
略
）
 

ウ
 
事
業
場
の
所
在
地
の
変
更
に
係
る
届
出
の
場
合
は
、
１
⑵
ウ
の
書
面

（
法
第

8
1
条
第
１
項
第
３
号
）
 

エ
～
キ
 
（
略
）
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 別
紙
２
 
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工

場
 

 

種 別
 

番
号
 

認
定
の
種
類
 

項
 
目
 

一
種

整
備

工
場
 

二
種

整
備

工
場
 

備
 
 
考
 

Ａ
 
(
略
)
 
(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

Ｂ
 
１
－

１
 

～
 

１
－

２
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

２
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

機
械
加
工
、

  ウ
～
カ
 
（
略

）
 

２
 
法
第

8
1
条
か
ら
法
第

8
3
条
ま
で
に
基
づ
く
届
出
書
の
記
載
項
目
及
び

添
付
書
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
（
法
第

8
1
条
か
ら
第

8
3
条
ま
で
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
添
付
書
面
 

ア
～
イ
 
（
略
）
 

ウ
 
事
業
場
の
所
在
地
の
変
更
に
係
る
届
出
の
場
合
は
、
１
⑵
イ
の
書
面

（
法
第

8
1
条
第
１
項
第
３
号
）
 

エ
～
キ
 
（
略
）
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 別
紙
２
 
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
 

 

種 別
 

番
号
 

認
定
の
種
類
 

項
 
目
 

一
種

整
備

工
場
 

二
種

整
備

工
場
 

備
 
 
考
 

Ａ
 
(
略
)
 
(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

Ｂ
 
１
－

１
 

～
 

１
－

２
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

２
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

機
械
加
工
、
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原
動
機
、
塗

装
、
鍛
冶
等

の
各

作
業

場
 

３
～

４
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

Ｃ ～ Ｇ
 

(
略
)
 
(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

  別
紙
２
の
２
～
２
の
５
 
（
略
）
 

 別
紙
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に

係
る
申
請
書
等
 

 １
～
２
 
（
略
）
 

３
 

指
定

規
則

第
１

条
第

２
項

第
６

号
に

基
づ

く
優

良
自

動
車

整
備

事
業

者

の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
の
添
付
書

面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。（
指

定
規
則
第
１
条
第
２
項
第
６
項
）
 

ア
～
オ
 
（
略
）
 

カ
 
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
 

 

株
主
総
会
等
で
配
布
の
も
の
で
よ

く
、
申
請
者
が
国
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
場
合
は
必
要
と
し
な
い
。
 

ま
た
、
次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
右
欄
に
掲
げ
る

原
動
機
、
塗

装
、
鍛
冶
鍛

冶
等

の
各

作
業
場
 

３
～

４
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

Ｃ ～ Ｇ
 

(
略
)
 
(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

  別
紙
２
の
２
～
２
の
５
 
（
略
）
 

 別
紙
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
申
請
書
等
 

 １
～
２
 
（
略
）
 

３
 

指
定

規
則

第
１

条
第

２
項

第
６

号
に

基
づ

く
優

良
自

動
車

整
備

事
業

者

の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
の
添
付
書
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。（
指

定
規
則
第
１
条
第
２
項
第
６
項
）
 

ア
～
オ
 
（
略
）
 

カ
 
貸
借
対
照
表
及
び
は
損
益
計
算
書
 
 

株
主
総
会
等
で
配
布
の
も
の
で
よ
く
、
申
請
者
が
国
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
場
合
は
必
要
と
し
な
い
。
 

ま
た
、
次

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
右
欄
に
掲
げ
る
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書
面
で
こ
れ
に
代
え
て
差
し
支
え
な

い
。
 

新
規
設
立
会
社
の
場
合
（
前
歴
が
な
い
場
合
）
 

最
近

６
ヵ

月
間

の

仮
決
算
書
 

一
つ
の
会
社
か
ら
整
備
部
門
が
独
立
し
、
新
た
な

会
社
を
設
立
し
た
場
合
（
廃
止
新
規
申
請
の
場
合

を
含
む
）
 

経
過

説
明

書
及

び

事
業
計
画
書
 

合
併
し
た
場
合
 

同
上
 

事
業
協
同
組
合
等
の
場
合
 

事
業
計
画
書
 

 キ
 
（
略
）
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 別
紙
３
の
２
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指

定
に
係
る
設
備
、
技
術
及
び
管
理

組
織
の
審
査
基
準
 

 １
 
（
略
）
 

２
 
要
員
関
係
の
基
準
の
解
釈
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
検
査
工
 

検
査
工
は
、
当
該
検
査
に

係
る
自
動
車
の
整
備
作
業

に
直
接
従
事
し

て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、
次

に
掲

げ
る

作
業

を
行
う
こ

と
は

差
し
支

え
な

い
。
 

 
点

検
す

る
た

め
に

不
可
欠
な
作
業
 

・「
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
」

（
平
成

1
9
年
国
土
交
通
省
告
示
第

3
1
7
号
）

書
面
で
こ
れ
に
代
え
て
差
し
支
え
な
い
。
 

新
規
設
立
会
社
の
場
合
（
前
歴
が
な
い
場
合
）
最
近
６
ヵ
月
間
の
仮

決
算
書
一
つ
の
会
社
か
ら
整
備
部
門
が
独
立
し
、
新
た
な
会
社
経
過
説

明
書
及
び
事
業
計
画
書
を
設
立
し
た
場
合
（
廃
止
新
規
申
請
の
場
合
を

含
む
。
）
合
併
し
た
場
合
同
上
事
業
協
同
組
合
等
の
場
合
事
業
計
画
書
 

  

  

キ
 
（
略
）
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 別
紙
３
の
２
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
設
備
、
技
術
及
び
管
理

組
織
の
審
査
基
準
 

 

１
 
（
略
）
 

２
 
要
員
関
係
の
基
準
の
解
釈
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
検
査
工
 

検
査

工
は

、
当

該
検

査
に
係

る
自
動

車
の

整
備

作
業
に

直
接
従

事
し

て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な

い
。
 

 
点

検
す

る
た

め
に

不
可
欠
な
作
業
 

・「
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
」

（
平
成

1
9
年
国
土
交
通
省
省
告
示
第

3
1
7
号
）

第一章　整備事業関係

- 10 -



に
例
示
し
て
あ

る
点
検
作
業
の
範
囲
 

点
検

に
付

随
す

る
軽

微
な
作
業
 

（
略
）
 

点
検

と
併

せ
て

行
う

こ
と

が
合

理
的

で
あ

る
軽

微
な

交
換

又
は

補
充
作
業
 

（
略
）
 

点
検

又
は

検
査

時
に

行
う

こ
と

が
合

理
的

で
あ

る
軽

微
な

調
整

作
業
 

・
前
照
灯
の
照

射
方
向
の
調
整
 

・
ア
イ
ド
リ
ン

グ
、
Ｃ
Ｏ
・
Ｈ
Ｃ
の
調
整
 

・
点
火
時
期
の

調
整
 

・
タ
イ
ヤ
の
空

気
圧
の
調
整
 

 

(
6
)
～
(
7
)
 
（
略
）
 

３
 
作
業
場
等
の
基
準
の
解
釈
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
通
路
 

通
路
は
、
主
に
整
備
す
る
自
動
車
が

十
分
通
れ
る
幅
を
有
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
作
業
場
等
の
面
積
に
は

含
ま
な
い
。
 

た
だ
し
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
主
に
整
備
す
る
自
動
車
の
状
況
に

よ
っ
て
、
整

備
作
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

作
業
場
等
の
面
積
に
含
め
て
差
し
支
え

な
い
。
 

 
(
6
)
 
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

 

に
例
示
し
て
あ
る
点
検
作
業
の
範
囲
 

点
検

に
付

随
す

る
軽

微
な
作
業
 

（
略
）
 

点
検

と
併

せ
て

行
う

こ
と

が
合

理
的

で
あ

る
軽

微
な

交
換

又
は

補
充
作
業
 

（
略
）
 

点
検

又
は

検
査

時
に

行
う

こ
と

が
合

理
的

で
あ

る
軽

微
な

調
整

作
業
 

・
前
照
灯
の
照
射
方
向
の
調
整
 

・
ア
イ
ド
リ
ン
グ
、
Ｃ
Ｏ
・
Ｈ
Ｃ
の
整
備
 

・
点
火
時
期
の
調
整
 

・
タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
の
調
整
 

 

(
6
)
～
(
7
)
 
（
略
）
 

３
 
作
業
場
等
の
基
準
の
解
釈
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
通
路
 

通
路
は
、
主
に
整
備
す
る
自
動
車
が
十
分
通
れ
る
幅
を
有
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
作
業
場
等
の
面
積
に
は
含
ま
な
い
。
 

た
だ
し
、
当
該
事
業
場
お
い
て
、
主
に
整
備
す
る
自
動
車
の
状
況
に
よ

っ
て
、
整
備
作
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
作

業
場
等
の
面
積
に
含
め
て
差
し
支
え
な
い
。
 

 
(
6
)
 
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
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別
紙
３
の
３
～
３
の
８
 
（
略
）
 

別
紙
３
の
３
～
３
の
８
 
（
略
）

 

附
則
（
令
和
３
年
９
月
１
日
付
国
自
整
第
１
２
４
号
）

 
１
．
本
改
正
は
、
令
和
３
年
９
月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令について 
 

１．背景 

近年急速に普及している自動ブレーキ等の電子制御を駆使した自動運転技術について、

交通事故防止に大きな効果が期待される一方で、故障時には誤作動等により事故につな

がるおそれがあることから、使用過程において確実に機能維持を図ることが重要です。 

このため、国土交通省では、電子制御装置まで踏み込んだ自動車検査手法について「車

載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」において検討を進め、令

和３年 10月以降の新型車を対象に、令和６年 10月から電子的な検査（車検）を開始（※）

することとしています。 

今般、当該検査の実施に向けて、指定自動車整備事業者等に対し、新たに電子的な検査

を行うための機器（検査用スキャンツール）を備えなければならないこととしします。 
（※）輸入車については、本国メーカーとの調整等準備期間を要することから、令和４年 10 月

以降の新型車を対象に令和７年 10月から検査を開始 

 

２．改正概要（省令） 

⑴ 指定自動車整備事業規則（昭和 37 年運輸省令第 49号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①指定自動車整備事業者（大型特殊自動車及び二輪の小型自動車のみを対象とする整

備事業者を除く。）が備えるべき自動車検査用機械器具として、「検査用スキャンツ

ール」を規定する。【第２条関係】 

②「検査用スキャンツール」について、現時点で検査結果に影響を与える不具合が起

こる可能性が低いことから、校正を受けなくても良いものとする。【第 12 条関係】 

③検査の基準及び指定整備記録簿の項目に電子的な検査を追加する。【別表第２及び

第３号様式関係】 

⑵ 軽自動車検査協会に関する省令（昭和 47 年運輸省令第 52号）の一部改正 

・軽自動車検査協会について、⑴①と同様の改正のほか、所要の改正を行う。【第 13

条関係】 

⑶ 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令（平成 26年国土交通省

令第 13号）の一部改正 

・指定点検整備事業者について、⑴と同様の改正のほか、所要の改正を行う。【第７条、

第８条及び第４号様式関係】 

(4) 経過措置 

①令和５年４月１日以降、改正後の基準により指定自動車整備事業に係る指定及び届

出（検査用スキャンツールに係るものに限る）を行うことができるものとする。 

②指定点検整備事業者について、同様の経過措置を規定する。 

 

３．スケジュール（予定） 

  公布：令和３年１０月１５日 

  施行：令和６年１０月１日（ただし、２．（４）については令和５年４月１日） 

 

第一章　整備事業関係

- 16 -



指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
検
査
の
設
備
の
基
準
）

（
検
査
の
設
備
の
基
準
）

第
二
条

法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
自
動
車
の
検
査
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
自
動
車
の
検
査
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
六
条
の
三
十
一
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
五
第
四
項
、
第
九
十
四
条
の
十
（
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
二
条

の
二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
百
四
条
並
び
に
総
合
特
別
区
域
法
第
二
十
二
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

令
和
三
年
十
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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二

対
象
と
す
る
種
類
の
自
動
車
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
う
ち
に
、
四
輪
以
上
の
自
動
車

が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
イ
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車
が
含
ま
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
リ
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
チ
、
ガ
ソ
リ
ン
又
は

液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
な

く
て
も
よ
い
。

二

対
象
と
す
る
種
類
の
自
動
車
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
う
ち
に
、
四
輪
以
上
の
自
動
車

が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
イ
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
チ
、
ガ
ソ

リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の

を
備
え
な
く
て
も
よ
い
。

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
校
正
）

（
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
校
正
）

第
十
二
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
（
リ
を
除
く
。）の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具

に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
、
備
付
け
又
は
前
回
の
校
正
の
日
か

ら
一
年
以
内
に
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
校
正
実
施
機
関
」
と
い
う
。）が
行
う
校

正
（
以
下
「
登
録
校
正
」
と
い
う
。）を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
つ
い
て
、
国

土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
、備
付
け
又
は
前
回
の
校
正
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、

国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
校
正
実
施
機
関
」
と
い
う
。）が
行
う
校
正
（
以
下
「
登
録

校
正
」
と
い
う
。）を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
二
（
検
査
の
基
準
）（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
二
（
検
査
の
基
準
）（
第
八
条
関
係
）

検
査
の
実
施
の
方
法

検
査
の
実
施
の
方
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
装
置
に
関
す

る
検
査
（
そ
の

１
）

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
器
具
を
用
い

て
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

、

、

及
び

に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
器
具
を
用
い
て
検
査
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
に
限

り
走
行
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、

、

、

及
び

に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
26年
運
輸
省
令
第
67号
）
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
を
視
認
等
に
よ
り
容
易
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
り
視
認

等
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
装
置
に
関
す

る
検
査
（
そ
の

１
）

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
器
具
を
用
い

て
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

、

、

及
び

に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
器
具
を
用
い
て
検
査
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
に
限

り
走
行
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、

、

、

及
び

に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
26年
運
輸
省
令
第
67号
）
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
を
視
認
等
に
よ
り
容
易
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
り
視
認

等
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


速
度
表
示
灯
の
表
示
の
誤
差

速
度
試
験
機


速
度
表
示
灯
の
表
示
の
誤
差

速
度
試
験
機


車
載
式
故
障
診
断
装
置
の
診
断
の

結
果

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

（
新
設
）

（
新
設
）

四
装
置
に
関
す

る
検
査
（
そ
の

３
）

次
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
視
認
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
す
る
も
の

と
す
る
。

（
略
）


自
動
運
行
装
置

四
装
置
に
関
す

る
検
査
（
そ
の

３
）

次
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
視
認
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
す
る
も
の

と
す
る
。

（
略
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
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第
四
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に
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（
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
軽
自
動
車
の
検
査
設
備
の
基
準
）

（
軽
自
動
車
の
検
査
設
備
の
基
準
）

第
十
三
条

法
第
七
十
六
条
の
三
十
一
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
検
査
設
備
の
基
準
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条

法
第
七
十
六
条
の
三
十
一
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
検
査
設
備
の
基
準
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

軽
自
動
車
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

二

軽
自
動
車
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
点
検
の
基
準
）

（
点
検
の
基
準
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
第
四
号
の
点
検
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
第
四
号
の
点
検
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

対
象
と
す
る
種
類
の
自
動
車
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
点
検
用
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
う
ち
に
、
四
輪
以
上
の
自
動
車

が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
イ
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
チ
、
ガ
ソ

リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の

を
備
え
な
く
て
も
よ
い
。

二

対
象
と
す
る
種
類
の
自
動
車
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
点
検
用
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
う
ち
に
、
四
輪
以
上
の
自
動
車

が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
イ
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
チ
、
ガ
ソ

リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の

を
備
え
な
く
て
も
よ
い
。

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

（
新
設
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
自
動
車
点
検
用
機
械
器
具
の
校
正
）

（
自
動
車
点
検
用
機
械
器
具
の
校
正
）

第
八
条

前
条
第
二
項
第
二
号
（
リ
を
除
く
。）の
自
動
車
点
検
用
機
械
器
具
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術

上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
、
備
付
け
又
は
前
回
の
校
正
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
校
正
実
施
機
関
が
行
う
校
正
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

前
条
第
二
項
第
二
号
の
自
動
車
点
検
用
機
械
器
具
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適

合
す
る
よ
う
、
備
付
け
又
は
前
回
の
校
正
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
登
録
校
正
実
施
機
関
が
行
う
校
正
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
（
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
係
る
も
の
に
限
る
。）が
生
じ
た
場
合
の
届
出
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
に
お
い
て
現
に
道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
指
定
の
申
請
を
し
て
い
る
者
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
者
を
除
く
。）に
係
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
初
め
て
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
四
条

総
合
特
別
区
域
法
第
二
十
二
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の

特
例
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
（
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
係
る
も
の
に
限
る
。）が
生
じ
た
場
合
の
届
出
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
に
お
い
て
現
に
総
合
特
別
区
域
法
第
二
十
二
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
指
定
の
申
請
を
し
て
い
る
者
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
者
を
除
く
。）に
係
る
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
初
め
て
事
業
場

の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準の 

一部を改正する告示について 
 

１．背景 

近年急速に普及している自動ブレーキ等の電子制御を駆使した自動運転技術について、

交通事故防止に大きな効果が期待される一方で、故障時には誤作動等により事故につな

がるおそれがあることから、使用過程において確実に機能維持を図ることが重要である。 

このため、国土交通省では、電子制御装置まで踏み込んだ自動車検査手法について「車

載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」において検討を進め、令

和３年 10月以降の新型車を対象に、令和６年 10月から電子的な検査（車検）を開始（※）

することとしている。 

今般、当該検査の実施に向けて、指定自動車整備事業者等にて備えるべき検査用スキ

ャンツールの技術基準を定めることとする。 
（※）輸入車については、本国メーカーとの調整等準備期間を要することから、令和４年 10 月

以降の新型車を対象に令和７年 10月から検査を開始 

 

２．改正概要 

自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準（平成７年運輸省告

示第 375号）の一部改正 

・「検査用スキャンツール」の技術的な基準を定めるほか、所要の改正を行う。 

 

（検査用スキャンツールの概要） 

・自動車技術総合機構が開発し配布する検査用のアプリケーションをインストールで

き、同機構が設置する電子的な検査を行うためのサーバーにインターネット経由で接

続する機能があること 

・使用に耐えるよう、十分な耐久性があり、円滑に作動すること 

・自動車に搭載された車載式故障診断装置と接続し、故障コードが読み取り可能である

こと 

・故障コードの読み取り状況やアプリケーションの画面が表示できること 

・検査を実施しようとする車両の情報（型式など）が、入力できること   等 

 

３．スケジュール（予定） 

  公布：令和３年１０月１５日 

  施行：公布日 
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令 和 ３ 年 12 月 10 日 

自動車局自動車情報課 

 

引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に！ 

～来年（令和４年）１月４日より運用を開始します！～ 

 

 

 

１．特例措置の内容 

① 特例の対象となる手続き 

   引越に伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップ

サービス（ＯＳＳ）により行う手続きが対象となります。 

※所有者と使用者が不同一の場合など一部の場合は本特例の対象外となります。 

 

② 新旧車検証の郵送による交換 

   所有者は、ＯＳＳで変更登録を申請した後、15 日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄す

る運輸支局等あてに旧車検証（写しも可）を郵送していただくと、運輸支局等から変更後の新

車検証（備考欄に旧登録番号が記載されたもの）を郵送にて交付します。 

  

③ 新たなナンバープレートの交付等 

   所有者は、次回車検までに（車検時でも可）、管轄の運輸支局等の窓口に提出していただくと、

新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書を交付します。 

   これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出していただくと、新しいナンバープレー

トが交付されます。その際、旧ナンバープレートは返納いただきます。 

 

２．本特例措置の運用開始日 

  令和４年１月４日（火） 

 

※注意事項 

・次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問わ 

れる場合があります。 

・車検証（原本）の携帯がなければ運転することはできませんので、旧車検証郵送の際にはご注 

意ください。 

 

【参考】自動車保有関係手続きのワンストップ・サービス（OSS）について 

・申請ポータルサイト ＵＲＬ：https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html 

・ ヘルプデスク    電話：050-5540-2000（年末年始を除く平日で、8:30～17:00） 

 

国土交通省では、個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場

合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設することとし、

来年１月４日から運用を開始することといたします。 

【お問い合わせ先】 

自動車局自動車情報課 山浦、福室、本山 

 （代表）03-5253-8111（内線 42114、42118） 

 （直通）03-5253-8588 

※旧車検証（写し）を送付いただいた場合は、新車検証受取り後、旧車検証（原本）を速やかに運輸支局等宛に郵送してください。 
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別添 
国自整第２２７号の２ 
令和３年１２月２３日  

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 
 
指定自動車整備事業における「自動車ＯＳＳによる変更登録申請を行い自動車登

録番号標の交付を受けていない車両」の継続検査に係る取扱いについて 
 
 
標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び内閣府沖縄総合

事務局運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周

知徹底方お願いいたします。 
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国 自 整 第 ２ ２ ７ 号  
令和３年１２月２３日  

 

 

四国運輸局自動車技術安全部長 殿 

 

 

自動車局整備課長 

 

 
指定自動車整備事業における「自動車ＯＳＳによる変更登録申請を行い自動車登

録番号標の交付を受けていない車両」に対する継続検査に係る取扱いについて 
 
 
今般、「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び

自動車登録番号標交付時期猶予について」（令和３年 12 月 10 日付け、国自情第 242
号、国自整第 221 号）により、特例を受けた車両に対する継続検査について、下記の

とおり取扱いを定めたので、了知されるとともに遺漏のないよう取り扱われたい。 
なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したこ

とを申し添える。 

 

記 

 

１．指定自動車整備事業における同一性の確認 

指定自動車整備事業規則第７条第２項（自動車検査員の証明）に規定する道路

運送車両法施行規則第 35 条の３第１項第１号（自動車登録番号）の確認につい

ては、自動車検査証の備考欄に記載されたプレート番号と車両に取り付けられた

自動車登録番号標が同一である場合、事実と相違がないものとみなす。 

２．指定整備記録簿及び保安基準適合標章の記載 

  １．の取扱いをした場合は、指定整備記録簿の備考欄にプレート番号を括弧書

きにて記載すること。また、保安基準適合標章（表）の右上余白部分にプレート

番号を括弧書きにてサインペン等により黒色で記載すること。 
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（参考） 
新自動車登録番号標の交付を受けていない車両の記載方法 
新ナンバーの交付を受けていない車両の備考欄記載 
 
 
 
 
 
 
 

１．指定整備記録簿 

 

２． 保安基準適合標章 

 

 

品川 ５９９ あ ２０４９ 

（札幌５９９あ４６２０） 

（札幌５９９あ４６２０） 

備考 
〔品川〕，変更登録，〔ＯＳＳ〕 
ナンバープレート未交付〔プレート番号〕札幌５９９あ４６２０ 
〔かい離が発生した日〕令和４年１月７日 
 

新ナンバーの交付を受けていない車両の備考欄記載 

●指定整備記録簿 

●保安基準適合標章 
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別添 
事 務 連 絡 

令和３年１２月２３日 
 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課 

整備事業班長 

  

 

 

自動車ＯＳＳによる変更登録申請を行い自動車検査証の記載変更を行っていない

車両の継続検査について 
 

 

今般、「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及

び自動車登録番号標交付時期猶予について」（令和３年12月10日付け、国自情第242

号、国自整第221号）により、自動車登録番号標の交付の時期を次回車検時まで猶

予することとされましたが、自動車ＯＳＳにより変更登録申請をしたにもかかわら

ず自動車検査証の記載変更を行っていない場合、有効期間の更新ができないことか

ら、貴会傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 
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令 和 ４ 年 ２ 月 1 8 日 
自 動 車 局 整 備 課 

大型車のタイヤ脱着時はホイール・ナットの点検・整備にご注意！ 

～大型車の車輪脱落事故防止に向けて～ 

 

「自動車の点検及び整備に関する手引き」に、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナッ

トの点検・整備方法について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、

適切な点検・整備がなされていない事案が散見されています。 

大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で潤滑剤を塗布すると

ともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。 

なお、事故防止対策をさらに進めるため、検討会を設置し、事故要因のさらなる調査・

分析等を行います。 

 

大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものです。 

国土交通省では関係機関と連携し、大型車のタイヤ交換作業の徹底に係る周知・啓発

活動や、街頭検査においてホイール・ナットの緩みの確認を行う等、各種事故防止対策

に取り組んでいるところです。しかしながら、大型車の車輪脱落事故は依然として発生

しており、令和２年度は 131 件、令和３年度は令和４年１月末までに 107 件（速報値）（令

和２年度は同月末までに 113 件）の報告を受けています。 

「自動車の点検及び整備に関する手引き」において、大型車のタイヤ脱着時のホイー

ル・ナットの清掃や潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認等

について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、これらの点検・

整備が適切に行われていない事案が散見されています。 

円滑に回らないホイール・ナットを使用してタイヤを取り付けると、ナットが本来あ

るべき位置まで締まらず、十分な締結力が得られないため、走行中にナットが緩み車輪

が脱落するおそれがあります。 

このため、大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で、ナッ

トとワッシャーの間を含めて適切に潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナ

ットは必ず交換をお願いします。 

 

 

 

 

車輪脱落事故を起こした車両の 

ワッシャー付ホイール・ナット 

潤滑剤の塗布箇所 
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また、大型車の車輪脱落事故防止対策をさらに進めるため、今般「大型車の車輪脱落

事故防止対策に係る調査・分析検討会」を設置し、ホイール・ナットに係る要因を含め、

車輪脱落事故の要因のさらなる調査・分析等を行います。 

 
別紙１ 大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの適切な点検・整備 

別紙２ 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ 

別紙３ 第１回大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会 
 

 
【問い合わせ先】 

国土交通省自動車局整備課 藤墳、宮坂 
℡03-5253-8111 （内線 42412,42413）  
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別紙３ 

 

第１回 大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会 

 
 

〇 構成員(案)：伊藤 紳一郎 独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所 

山口 泉   一般財団法人日本自動車研究所 自動走行研究部  

次長 

関根 明年  一般社団法人日本自動車工業会 大型車車輪脱落事故 

防止分科会 分科会長 

荻原 正吾  公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部 

調査役 

田中 宏   公益社団法人日本バス協会 技術安全部長 

志村 祐二  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 事業部長 

柳川 学   全国タイヤ商工協同組合連合会 所属員 

久野 信一  一般社団法人日本自動車タイヤ協会 タイヤ検査・ 

事故防止部会 部会長 

清水 勝巳  一般社団法人日本自動車機械器具工業会工具分科会員 

 

（敬称略・順不同） 

 

〇 事務局  ：国土交通省 自動車局 整備課 

 

〇 検討内容 ：大型車の車輪脱落事故の調査、分析 

大型車のタイヤ交換作業等の実態調査 

海外における大型車の車輪脱落事故の発生状況調査 

大型車の車輪脱落防止対策の検討 

 

〇 日 時   ：令和４年２月２４日（木）１０時 

 

〇 開催方式 ：WEB 会議方式 

 

〇 取材等  ：会議は非公開ですが、冒頭のみ WEB 傍聴が可能です。傍聴人数に限り

があるため、各社１名に限定させていただくとともに、傍聴人数が上

限に達した場合は先着順とします。WEB 視聴を希望される方は、２月２

２日（火）１２時までに以下の送付先にメールにて名刺のスキャンデ

ータを添付してご連絡ください。期日までにご連絡頂いた方に WEB 会

議の URL を送付致します。 

 

（送付先）hqt-g_tpb_seb3@gxb.mlit.go.jp 
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令和４年３月 25 日 

国自整第 304 号の２ 

 

四国運輸局自動車技術安全部長 殿 

 

自動車局整備課長 

 

 

自動車整備事業者の整備作業時における確実な作業等の徹底について 

 

 

 標記について別添のとおり一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて通

知したので、研修会等の機会を通じ自動車特定整備事業者（指定自動車整備事業者を

含む）の整備作業時における確実な作業の徹底について関係者に対し指導されたい。 
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別添 

令和４年３月 25 日 

国自整第 3 0 4 号 

 

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長     

 

 

自動車整備事業者の整備作業時における確実な作業等の徹底について 

 

 

 自動車の安全を確保するためには、高度な知識及び整備のための設備並びに技術を

要する自動車特定整備事業者（指定自動車整備事業者を含む）（以下、「自動車整備事

業者」という。）により確実な整備作業を実施することが必要です。 

今年度においては、別紙のとおり複数の重大インシデントの発生原因として自動車

整備事業者の整備時における整備の瑕疵が確認され、これら事業者に行政処分を実施

したところです。 

このような事案は、自動車交通の安全性の低下はもとより、自動車整備業に対する

信用を失墜させることとなり誠に遺憾であります。 

つきましては、同様な事案の発生を未然に防止するため、以下に留意し確実な整備

を徹底していただきますよう貴会傘下会員に対して注意喚起していただくようお願

いします。 

 

 

記 

 

１．自動車整備事業者は整備作業の作業工程を管理し、作業不備や作業漏れがない

よう体制を構築すること。 

２．作業実施者は、整備要領書による作業手順や締付トルク等に基づき確実な整備

を実施すること。 

３．特定整備後のできばえ確認を確実に実施すること。 
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（
別
紙
）

令
和
３
年
度
に
お
け
る
行
政
処
分
を
伴
う
整
備
の
瑕
疵
一
覧
（
抜
粋
）

車
両

タ
イ
プ

発
生

時
期

概
　
要

整
備
瑕
疵
の
原
因

1
乗
用

R
3
.5

ブ
レ
ー
キ
の
修
理
依
頼
に
よ
り
A
B
S
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
ー
を
交
換
し

て
納
車
後
に
、
顧
客
よ
り
走
行
中
に
ブ
レ
ー
キ
が
効
か
な
く
な
っ
た

と
の
連
絡
が
あ
り
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
レ
ー
キ
パ
イ
プ
の
フ
レ
ア

ナ
ッ
ト
部
よ
り
フ
ル
ー
ド
漏
れ
が
確
認
さ
れ
た
。

作
業
員
が
作
業
要
領
書
に
基
づ
か
ず
、
ブ
レ
ー
キ
パ
イ
プ
の
フ
レ
ア

ナ
ッ
ト
を
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
用
せ
ず
に
規
定
値
で
締
付
し
な
か
っ

た
。

他
者
に
よ
る
中
間
の
確
認
時
に
お
い
て
も
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
用
せ

ず
に
締
付
状
況
を
確
認
し
た
。

2
大
型

ト
ラ
ッ
ク

R
3
.5

車
検
整
備
し
納
車
後
、
顧
客
が
高
速
道
路
を
走
行
中
に
エ
ン
ジ
ン
回

転
数
が
急
上
昇
し
た
こ
と
か
ら
車
両
を
路
肩
に
停
車
さ
せ
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
左
後
輪
が
ア
ク
ス
ル
シ
ャ
フ
ト
と
と
も
に
脱
落
し
、
隣

車
線
を
走
行
し
て
い
た
車
両
に
衝
突
し
た
。

車
検
整
備
時
に
お
い
て
、
整
備
作
業
に
不
慣
れ
な
作
業
員
が
整
備
作

業
を
実
施
し
た
際
に
、
ハ
ブ
・
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
を
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を

使
用
せ
ず
に
規
定
値
で
締
付
し
な
か
っ
た
。

3
ト
ラ
ッ
ク

R
3
.8

車
検
整
備
し
納
車
後
、
顧
客
よ
り
走
行
中
に
異
音
が
し
た
と
の
連
絡

が
あ
り
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
の
セ
ン
タ
ー
ベ
ア

リ
ン
グ
ホ
ル
ダ
ー
の
締
付
ボ
ル
ト
4
本
の
う
ち
3
本
が
脱
落
し
、
プ
ロ

ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
が
暴
れ
他
部
品
と
干
渉
し
て
い
た
。

ク
ラ
ッ
チ
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
作
業
の
た
め
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト

の
セ
ン
タ
ー
ベ
ア
リ
ン
グ
ホ
ル
ダ
ー
を
脱
着
し
た
際
の
取
付
け
ボ
ル

ト
締
付
不
良
が
あ
っ
た
。

4
乗
用
車

R
3
.1
1

車
検
整
備
し
納
車
後
、
顧
客
よ
り
ブ
レ
ー
キ
に
違
和
感
が
あ
る
と
の

連
絡
あ
り
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
レ
ー
キ
ホ
ー
ス
が
損
傷
し
て
い

た
。

ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
を
点
検
の
た
め
脱
着
し
た
際
に
、
ブ
レ
ー
キ

ホ
ー
ス
を
捻
じ
れ
た
状
態
で
取
付
し
た
こ
と
に
よ
り
、
車
両
振
動
に

よ
り
ド
ラ
イ
ブ
シ
ャ
フ
ト
ブ
ー
ツ
と
ブ
レ
ー
キ
ホ
ー
ス
が
干
渉
し

ホ
ー
ス
が
損
傷
し
た
。
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令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ５ 日 
自 動 車 局 整 備 課 

 

自動車技術の進化に対応する自動車整備士の育成を促進します 
～自動車整備士技能検定規則の一部改正について～ 

自動車技術の進化に対応するため、一級自動車整備士（総合）をはじめとした電子制御の内容を
含む資格を設定するなど、自動車整備士の資格体系や養成課程を見直します。 

 
１．改正概要 
（１）資格体系の改正 

 自動車整備士の種類 
（※電子制御の内容を含む資格） 

  自動車整備士の種類 
（※電子制御の内容を含む資格） 

一
級 

一級大型自動車整備士（※） 
一
級 

一級自動車整備士（総合）（※） 一級小型自動車整備士（※） 
一級二輪自動車整備士  一級自動車整備士（二輪） 

二
級 

二級ガソリン自動車整備士 
二
級 

二級自動車整備士（総合）（※） 二級ジーゼル自動車整備士 
二級自動車シャシ整備士 
二級二輪自動車整備士  二級自動車整備士（二輪） 

三
級 

三級自動車シャシ整備士 
三
級 

三級自動車整備士（総合） 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 
三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 
三級二輪自動車整備士  三級自動車整備士（二輪） 

特
殊 

自動車タイヤ整備士 
特
殊 

自動車タイヤ整備士 
自動車電気装置整備士 自動車電気・電子制御装置整備士（※） 
自動車車体整備士 自動車車体・電子制御装置整備士（※） 

（２）その他の改正 
① 一級の自動車整備士資格の学科試験における口述試験を廃止する。 
② 大学等の電気又は電子に関する学科を卒業した者は、機械に関する学科を卒業した者と同

様に、受験に必要な実務経験年数を短縮する。 
③ その他、関係する規定について、所要の改正を行う。 
 

２．スケジュール 
公 布：令和４年５月２５日 
施 行：令和４年５月２５日（（２）②） 

※施行日以降に実施する試験について、適用する 
令和９年１月１日（（２）②以外） 

※新たな自動車整備士技能検定規則に基づく試験を施行日以降に実施する 
（最短で令和９年３月（一級の試験は令和 10 年３月）） 

 

 

【問い合わせ先】 
自動車局整備課  高久、佐藤、明石  （代表）：03-5253-8111（内線 42414、42415） 
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自動車の特定整備※１をするための認証（以下、「特定認証」という。）制度が

施行され、令和４年３月末で約２年が経過いたしました。 

特定認証の経過措置期間の皆様が、令和６年４月以降も電子制御装置整備

をしていくためには、令和６年３月までに特定認証の取得が必要となります。 

認証を取得するためには計画的な準備が必要であり、今後、申請が集中した

場合、運輸支局における審査に相応の期間を要することが予想されますので、

十分な余裕を持った期間に申請をお願いいたします。 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※１ 「分解整備」及び「電子制御装置整備」のいずれか又はすべてを行う整備 

※２ 電子制御装置整備の対象となる装置 

 

四国運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課 

 

特定認証を取らなくても、古い車だけ整備するから大丈夫！ 

経過措置期間終了まで時間あるから後で申請しよう。 

先進安全自動車が 

整備できない（汗） 

対象車両 

他の工場にもっていこう！ 

機会損失 

２年後、経過措置が満了 

将来的な機会損失も懸念 

思ったより割合多いかも・・・ 

現 在 

令和 6 年 4 月頃 

特定整備認証の計画的な申請について（お願い） 

～経過措置期間が満了するまであと２年となりました～ 
 

経過措置満了後の注意点 
 

●認証工場は特定認証を取得するまでの間、対象装置※２を整備できません。 

●指定工場は点検・整備・検査のすべてを実施できる体制が必要であるた 

め、特定認証を取得するまでの間、電子制御装置の整備を実施しない場合 

であっても、対象車両の車検入庫ができません。 
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特
定
整
備
事
業
の
認
証
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ

必
要

期
間

整
備
工
場

運
輸
支
局

①
特
定
整
備
事
業
の
認
証
を
希
望

②
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習
の
受
講
及
び
修
了

運
輸
支
局
の
資
格
取
得
講
習
時
期
に
あ
わ
せ
受
講
が
必
要

②
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習

（
日
程
を
定
め
て
開
催
）

③
整
備
工
場
に
お
い
て
設
備
・要
員
な
ど
事
前
準
備

④
整
備
工
場
に
よ
る
申
請
書
類
の
作
成

⑤
申
請
書
の
提
出

⑤
申
請
書
の
受
理

⑥
申
請
内
容
の
審
査

⑦
指
示
に
応
じ
対
応

⑦
必
要
に
応
じ
是
正
を
指
示

⑧
特
定
整
備
事
業
の
認
証

⑨
特
定
整
備
事
業
の
開
始

工
場
が

事
前
に

準
備

対
応
の
期
間
は
保
留
扱
い

1
ヶ
月
以

上
の
期
間

を
要
す
る

場
合
あ
り

（
ご
注
意
）

●
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習
は
、
各
運
輸
支
局
に
お
い
て
日
程
を
定
め
て
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
実
施
時
期
を
事
前
に
ご
確
認
願
い
ま
す
。

（
実
施
時
期
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
受
講
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
）

●
申
請
に
お
い
て
、
関
係
団
体
を
経
由
す
る
場
合
は
、
事
前
チ
ェ
ッ
ク
に
相
応
の
期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
運
輸
支
局
で
の
審
査
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

計
画
的
な
準
備
と
十
分
な
余
裕
を
持
っ
た
期
間
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
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1 

「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検（OBD 点検） 

に関するよくある質問 

 

目次 

 

＜全般＞ 

問１ 「車載式故障診断装置（OBD）の診断の結果」の点検（以下、「OBD 点検」

という）とは何ですか。 

問２ 車載式故障診断装置（OBD）とはどのような装置をいいますか。 

 

＜導入時期・対象自動車＞ 

問３ OBD 点検は、いつから導入されますか。  

問４ どのような自動車が、OBD 点検の対象になりますか。 

 

＜点検の時期＞ 

問５ 対象自動車の OBD 点検の実施時期はいつですか。 

問６ OBD 点検は車種や用途を問わず、なぜ 12 月毎とするのでしょうか。 

 

＜点検の対象装置＞ 

問７ どの装置に関する OBD の診断の結果が、点検の対象になりますか。 

 

 

＜点検の実施方法＞ 

問８ どのように OBD 点検を行うのでしょうか。 

問９ スキャンツールを用いた OBD 点検の結果、どのような故障コード（DTC）

が検出された場合に、整備を行うのでしょうか。 

問１０ 車載式故障診断装置のスキャンツール接続コネクタが見あたりません。 

問１１ OBD 点検の対象となる車載式故障診断装置が搭載されていない自動車は

OBD 点検を行わなくてもよいのでしょうか。 

 

＜点検整備記録簿＞ 

問１２ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を OBD 点検

導入後も引き続き使用することはできますか。 

問１３ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を使用する

際、どこに OBD 点検の項目を記入すればよいですか。 

問１４ OBD 点検の結果が良好だった場合、点検整備記録簿にどのように記入すれ

ばよいですか。 

問１５ OBD 点検の対象以外の識別表示が点灯または点滅し続けている場合は点検

整備記録簿にどのように記入すればよいでしょうか。 

問１６ 「保安基準対象外の電子制御装置について部品交換をした場合、特定整備

記録簿への記載は行うべきでしょうか。 
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2 

＜指定整備事業者＞ 

問１７ 電子制御装置整備の認証を取得していない指定整備事業者が、OBD 点検を

行い、保安基準適合証を交付することはできますか。 

 

＜その他＞ 

問１８ OBD 点検と OBD 検査の違いを教えてください。 
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3 

＜全般＞ 

問１ 「車載式故障診断装置（OBD）の診断の結果」の点検（以下、「OBD 点検」

という）とは何ですか。 

（答） 

○ 近年、自動車の各構造装置で電子的に制御されるものが増えていますが、これら

の装置が確実に機能するためには、日頃から適切な点検整備を行う必要があります。 

 

○ そのため、これまで各構造装置の摩耗や劣化、損傷といった、外観を点検する項

目が主だった定期点検項目に、「原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステ

ム、エアバッグ（かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。）等に係る

電子制御装置」の機能の確認を追加しました。具体的には、OBD に記録されてい

る、上記電子制御装置に故障がないか等の診断結果を、スキャンツールや識別表示

を用いて点検し、必要な整備を行っていただくこととなります。 

 

問２ 「車載式故障診断装置（OBD）」とはどのような装置をいいますか。 

（答） 

○ 「車載式故障診断装置（OBD）」とは、「車両に搭載される装置であって、故障を

検知し、警報装置によって故障の発生を知らせ、エンジンその他の電子制御装置内

の記録装置に記録された情報によって故障発生時の装置の作動状態を特定する機

能を有するもの」をいいます。 

 

○ また「警報装置」とは、「車両に搭載される装置であって、当該車両の運転者その

他の乗員に対し、「車載式故障診断装置（OBD）」が異常を検知したことを知らせる

もの」をいいます。このうち、運転者席において目視により容易に確認できるよう

なものを「識別表示（警告灯）」といいます。 

 

＜導入時期・対象自動車＞ 

 問３ OBD 点検は、いつから導入されますか。                        

（答） 

○ 令和３年１０月１日より導入されました。 

 

 問４ どのような自動車が、OBD 点検の対象になりますか。            

（答） 

○ 自動車の年式等に関わらず、車載式故障診断装置が搭載されている自動車は、す

べて OBD 点検の対象となります（ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪

自動車を除く）。 

 

＜点検の時期＞ 

 問５ 対象自動車の OBD 点検の実施時期はいつですか。                     

（答） 

○ 乗用車、貨物車、特種車や自家用、事業用の区別に関係なく、12 月毎に OBD 点

検を行ってください。 
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問６ OBD 点検は車種や用途を問わず、なぜ 12 月毎とするのでしょうか。 

（答） 

○ OBD 点検は、車載式故障診断装置の「機能の確認」に相当するところ、従来の

点検基準において「機能の確認」に当たる点検の期間は 12 月からとなっているこ

とを踏まえ、12 月毎としています。 

 

○ また、自動車の各構造装置に搭載されている電子制御装置は経年劣化するところ、

車種や用途の区別による差は大きくないと考えられることから、OBD 点検の間隔

に差を設けていません。 

 

＜点検の対象装置＞ 

 問７ どの装置に関する OBD の診断の結果が、点検の対象になりますか。                     

（答） 

○ 対象装置は「原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム、エアバッグ

（かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。）、並びに衝突被害軽減制

動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置」であり、それらに係る OBD

の診断の結果が、点検の対象となります。 

 

○ このとき、「保安基準不適合」＋「保安基準不適合のおそれ」として警報されてい

ない故障コードについては法定点検の対象外となりますが、何らかの不具合が生じ

ている可能性があるため、その結果を踏まえた適切な整備が推奨されます。 

 

＜点検の実施方法＞ 

 問８ どのように OBD 点検を行うのでしょうか。                                                     

（答） 

○ OBD 点検には、スキャンツールを用いて点検する方法と、診断の対象となる識

別表示を用いて点検する方法があります。 

 

＜スキャンツールを用いた点検方法＞ 

  スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続し、車載式故障診断装置の

診断の結果を読み取ることにより点検します。 

 

＜識別表示を用いた点検方法＞ 

  イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表示が点灯する

ことを確認し、原動機を始動させます。そして、診断の対象となる識別表示が点灯

または点滅し続けないかを目視により点検します。 

  ただし、自動車メーカー等の作成するユーザーマニュアル等により点検を行うこ

ととされている場合には、その方法により点検します。 

 

問９ スキャンツールを用いた OBD 点検の結果、どのような故障コード（DTC）

が検出された場合に、整備を行うのでしょうか。 

（答） 

○スキャンツールを用いた OBD 点検により検出された故障コード（DTC）のうち、
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整備が必要となる故障コード（DTC）は、整備要領書等を参考に判断してください。 

 

問１０ 車載式故障診断装置のスキャンツール接続コネクタが見あたりません。 

（答） 

○ 車載式故障診断装置のスキャンツール接続コネクタ(OBD ポート）の位置が分か

らない場合は、自動車メーカー等が作成した整備要領書等によって確認することが

できます。 

 

○ なお、スキャンツール接続コネクタ(OBD ポート）が装着されていない場合は、

識別表示を用いた点検方法による代替も可能です。 

 

問１１ OBD 点検の対象となる車載式故障診断装置が搭載されていない自動車は

OBD 点検を行わなくてもよいのでしょうか。 

（答） 

○ 車載式故障診断装置が搭載されていない自動車は、OBD 点検を行う必要はあり

ません。 

 

＜点検整備記録簿＞ 

問１２ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を OBD 点

検導入後も引き続き使用することはできますか。 

（答） 

○ 引き続き使用することは可能です。 

 

問１３ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を使用す

る際、どこに OBD 点検の項目を記入すればよいですか。 

（答） 

○ 点検整備記録簿の「その他の点検･整備項目」欄に、「車載式故障診断装置の診断

の結果」を記入したうえで、点検結果を記録してください。なお、「OBD の診断の

結果」と省略して記入することも可能です。 

 

問１４ OBD 点検の結果が良好だった場合、点検整備記録簿にどのように記入す

ればよいですか。 

（答） 

○ 従来の点検項目と同様、「車載式故障診断装置の診断の結果」（OBD の診断の結

果）の点検項目欄に、レを記入してください。 

 

問１５ OBD 点検の対象以外の識別表示が点灯または点滅し続けている場合は点

検整備記録簿にどのように記入すればよいでしょうか。 

（答） 

○ OBD 点検の対象外である識別表示については、点検整備記録簿に記入する必要

はありません。 

 

○ ただし OBD 点検の対象外である装置について、整備の要否を判断し、整備を行
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った場合はその概要を記入してください。 

 

問１６ 「保安基準対象外の電子制御装置について部品交換をした場合、特定整備

記録簿への記載は行うべきでしょうか。 

（答） 

〇 ユーザーへの整備内容の正確な情報の伝達や、次回以降の点検整備を適切に実施

し保守管理に役立てる観点から、保安基準対象外の電子制御装置の整備をした際に、

法令上の義務ではありませんが、その内容を特定整備記録簿へ記載することが望ま

しいです。 

 

 

＜指定整備事業者＞ 

問１７ 電子制御装置整備の認証を取得していない指定整備事業者が、OBD 点検

を行い、保安基準適合証を交付することはできますか。 

（答） 

○ 令和３年１０月１日以降、電子制御装置整備の認証を取得していない指定整備事

業者が、電子制御装置整備の対象となる自動車の OBD 点検を行い、保安基準適合

証等の交付をすることはできません。 

 

○ ただし、特定整備制度の施行日（令和２年４月１日）までに、以下の運行補助装

置に係る作業（整備・改造）を全て行っていた場合に限り、引き続き、施行日から

４年を経過する日（令和６年３月３１日）まで、保安基準適合証等を交付すること

ができます。 

・スキャンツールをつないでのエーミング作業など 

・カメラ等のセンサーの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

・ＥＣＵの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

・グリル、パンパーの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

・窓ガラスの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

※自動運行装置に係る経過措置はありません。 

 

＜その他＞ 

問１８ OBD 点検と OBD 検査の違いを教えてください。 

（答） 

○ OBD 点検とは、自動車の故障やトラブル防止、性能の維持を図るために行う定

期点検の項目として、令和３年１０月１日より追加された、「車載式故障診断装置

の診断の結果」の点検のことを指します。対象車両は、大型特殊自動車、被牽引自

動車及び二輪自動車以外の自動車となります。 

 

○ 一方 OBD 検査とは、令和６年１０月１日（輸入車の場合は令和７年１０月１日）

よりこれまでの車検時の検査項目に追加される、検査用スキャンツールを OBD ポ

ートに接続して故障コード（DTC）を読み取り、保安基準に適合しないものとして

自動車メーカー等よりあらかじめ提出される特定の故障コード（特定 DTC という）

と照合することにより、合否を判定する検査項目を指します。対象車両は、大型特
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殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車を除く自動車のうち、令和３年１０月１日

以降の新型車（輸入車の場合は令和４年１０月１日）となります。 
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令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自動車局審査・リコール課 

 

事故時の車両情報を記録するための国際基準を導入します 
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・

強化を進めています。 

今般、「事故情報計測・記録装置に係る国連規則（第160号）」が国際連合欧州経済委員会自動

車基準調和世界フォーラム（WP29）において新たに採択されたこと等を踏まえ、我が国におい

てもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなど

を目的として保安基準の改正等を行います。 

なお、１．（１）及び（２）に関する国連規則策定においては、自動車局、交通安全環境研究

所及び自動車基準認証国際化研究センターが、それら規則策定のための国連の会議の議長等を

務めながら、日本としてその策定を主導してきたところです。 

 

１．保安基準等の主な改正項目（詳細は別紙参照） 

⑴ 乗用車等には、事故時に車両に関する情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を

記録する事故情報計測・記録装置（ＥＤＲ）を備えなければならないこととする。 

      

                                        

⑵ 乗用車等には、対静止車両、対走行車両及び対歩行者の制動要件に加え、対自転車の制動

要件に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えなければならないこととする。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和３年９月３０日 

施 行 ： 令和３年９月３０日 

 

事故情報計測・記録装置（ＥＤＲ: Event Data Recorder）に係る国連規則を国内の

保安基準に導入するため、所要の法令等の整備を行います。 

問い合わせ先 

自動車局 安全・環境基準課： 山村、占部 

 電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639 

自動車局 審査・リコール課： 小出、片野 

 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640 

＜EDR の作動イメージ＞ ＜EDR の設置個所と本体＞ 
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び道路運送車両の 

保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 183 回会合において、

「事故情報計測・記録装置に係る協定規則（第 160 号）」が新たに採択された。また、「乗用車等の衝

突被害軽減ブレーキに係る協定規則（第 152 号）」、「タイヤ空気圧監視装置に係る協定規則（第 141

号）」等の改訂が採択された。 

これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67号）、道路運送車両法施行規

則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両

法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）及び道路運送車両の保安基準の細目を定める

告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基準

について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①  乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ以下の貨物車には、事故時に車両に関す

る情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を記録する事故情報計測・記録装置（ＥＤ

Ｒ: Event Data Recorder）を備えなければならないこととする。 

【ＥＤＲの設置個所と本体】        【ＥＤＲの作動イメージ】 

 

【記録内容】                【適用日】 

新型車※    ：令和 4年 7 月 1日 

継続生産車  ：令和 8年 7 月 1日 

※⑤については令和 6年７月１日 

（異なる国連規則発行日に併せ追って別途の告示

改正が必要） 

 

 

 

記録情報の内容
（一部抜粋）

記録時間〔秒〕
（事故発生時を0秒とする）

①速度変化量 0～0.25

②車両表示速度 －5.0～0

③アクセル・ブレーキペダル踏込有無 －5.0～0

④シートベルト着用有無 －1.0

⑤衝突被害軽減ブレーキの作動状態※ －5.0～0
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②  乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ以下の貨物車には、対静止車両、対走行車

両及び対歩行者の制動要件に加え、対自転車の制動要件に適合する衝突被害軽減ブレーキを備

えなければならないこととする。 

【主な試験法】（今回（エ）を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

【適用日】新型車：令和 6 年 7月 1 日 継続生産車：令和 8 年 7 月 1日 

③ タイヤ空気圧監視装置を備えた場合の技術的な要件の適用対象に、車両総重量 3.5ｔ超えのト

ラック及びトレーラ並びに乗車定員 10 人以上のバスを追加する。 

【適用日】新型車：令和 5 年 7月 1 日 継続生産車：令和 7 年 7 月 1日 

 

⑵ 道路運送車両法施行規則の一部改正 

国土交通大臣が指定する自動車（型式指定自動車以外の自動車等）について法第 59条第１項の

規定による新規検査を申請する者が提出すべき書面に、事故情報計測・記録装置に係る基準に適合

することを証する書面を加える。 

 

⑶ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①  法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、事故情報計測・

記録装置を追加する。 

②  法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第

160 号に基づき認定された事故情報計測・記録装置を追加する。 

③ 協定規則第 141 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行う。 

 

⑷ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）第２条第２項の規定に基づき、事故情

報計測・記録装置の型式等について指定を申請する者が、保安基準適合性についての審査を受ける

に際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定めるほ

か、所要の改正を行う。 

 

⑸ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和３年９月 30 日 

 施 行：令和３年９月 30 日 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 

１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使

用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則

に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」（以下、「車両等の型式認定相互承認協定」とい

う。）である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相

互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図

ることを目的としている。 

 

２．加入状況 

令和 3 年（2021 年）9 月現在、56 か国、１地域が加入。 

    日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オー

ストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、

ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビ

ア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウクライ

ナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタ

ン、アルバニア、エジプト、ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア、ナイジェリア、パキスタン 

  （下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 

３．基準の制定・改訂 

(1) 協定に基づく規則（以下、「協定規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ29）での検討を

経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ、中国等が参加している。 

(2) 令和 3 年（2021 年）9 月現在、装置ごとに 165 の協定規則（基準）が制定されている。 

 

４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 

(1) 協定締約国は、国内で採用する協定規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した協定規則について、当該協定規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定

マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該協定規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 

 

５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は令和 3 年（2021 年）9 月現在、乗用車の制動装置、警音器等の 99 の規則を採用している。今後も、新

技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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令和3年9月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

0 国際的な車両認証制度 56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

1 前照灯    　 57 前照灯(二輪車) 114 後付エアバック

2 前照灯白熱球 58 突入防止装置 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

3 反射器 59 交換用消音器 116 盗難防止装置

4 後部番号灯 60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 117 タイヤ単体騒音

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 61 外部突起(商用車) 118 バス内装難燃化

6 方向指示器 62 施錠装置（二輪車） 119 コーナリングランプ

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 64 応急用予備走行装置 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ

9 騒音（三輪車） 65 特殊警告灯 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

10 電波妨害抑制装置 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 123 配光可変型前照灯

11 ドアラッチ及びヒンジ 67 LPG車用装置 124 乗用車ホイール

12 ステアリング機構 68 最高速度測定法 125 直接視界

13 制動装置 69 低速車の後部表示板 126 客室と荷室の仕切り

13H 制動装置（乗用車） 70 大型車後部反射器 127 歩行者保護

14 シートベルト・アンカレッジ 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 128 LED光源

15 排出ガス規制 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 129 新幼児拘束装置

16 シートベルト 73 大型車側面保護 130 車線逸脱警報装置

17 シート及びシートアンカー 74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 131 衝突被害軽減制動制御装置

18 施錠装置（四輪車） 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 132 排ガスレトロフィット

19 前部霧灯 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 133 リサイクル

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 77 駐車灯 134 水素燃料電池自動車

21 内部突起 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 135 ポール側面衝突時の乗員保護

22 ヘルメット及びバイザー 79 かじ取装置 136 電気自動車（二輪車）

23 後退灯         80 シート（大型車） 137 フルラップ前突時乗員保護　

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 81 後写鏡(二輪車) 138 車両接近通報装置

25 ヘッドレスト 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

26 外部突起(乗用車) 83 燃料要件別排出ガス規制 140 ESC（横滑り防止装置）

27 停止表示器材 84 燃費測定法 141 タイヤ空気圧監視装置

28 警音器 85 馬力測定法 142 タイヤ取付

29 商用車運転席乗員の保護 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

30 タイヤ(乗用車) 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 144 事故自動緊急通報装置

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 145 年少者用補助乗車装置取付具

32 後部衝突における車両挙動 89 速度制限装置 146 水素燃料電池自動車（二輪車）

33 前方衝突における車両挙動 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 147 連結装置（農耕用）

34 車両火災の防止 91 側方灯 148 信号灯火に係る規則

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 92 交換用消音器（二輪車） 149 照射灯火に係る規則

36 バスの構造 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 150 反射器に係る規則

37 白熱電球 94 オフセット前突時乗員保護　 151 側方衝突警報装置

38 後部霧灯 95 側突時乗員保護 152 衝突被害軽減制動制御装置

39 スピードメーター 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 153 後面衝突における燃料漏れ及び電気安全

40 排出ガス規制（二輪車） 97 警報装置及びイモビライザ 154 軽・中量車の世界統一排出ガス測定法

41 騒音（二輪車） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式) 155 サイバーセキュリティ
42 バンパー 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源 156 ソフトウェアアップデート
43 窓ガラス 100 電気自動車 157 自動車線維持機能
44 幼児拘束装置 101 乗用車のCO2排出量と燃費 158 後退時車両直後確認装置
45 ヘッドランプ・クリーナー 102 連結装置 159 低速走行時前方衝突警報装置

46 後写鏡 103 交換用触媒 160 事故情報計測・記録装置

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 104 大型車用反射材 161 施錠装置

48 灯火器の取付け 105 危険物輸送車両構造 162 イモビライザ

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ) 163 盗難発生警報装置
50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 107 二階建てバスの構造

51 騒音 108 再生タイヤ

52 小型バスの構造 109 再生タイヤ(商用車)

53 灯火器の取付け（二輪車） 110 CNG・LNG自動車
54 タイヤ（商用車） 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ
55 車両用連結装置 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２
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令和３年１１月２９日

自 動 車 局

審 査 ・リコール課

整 備 課

タカタ製エアバッグに関する車検停止措置の対象車両の追加について

１．背景
タカタ製エアバッグについては、異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生しているた

め、平成 21 年以降、総台数 2,112 万台（令和３年５月末時点）のリコールを実施していま
す。
これらのリコール対象車のうち、特に異常破裂する危険性の高い車両（※）であって、届

出から２年以上未改修のものを対象に、平成 30 年５月１日より車検停止措置を講じている
ところです。

※①エアバッグの製造管理が不適切であったもの又は②国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプ

であって生産から９年以上経過したものを搭載した車両

当該措置に関しては、生産から９年以上経過したものを順次対象に追加する必要があり、
令和２年１月に追加をしたところですが、その後、新たに上記措置の対象となるリコールが
届出られたことから、当該リコールの対象車についても同様の措置を講ずる必要があります。

２．措置の概要
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示の一部を改正する告示

（令和２年国土交通省告示第 27 号）について、以下の２件のリコールを車検停止措置対象
として追加する改正を行います。

なお、お持ちの車が今回の措置の対象になるかどうかは、各自動車メーカーのウェブサイ
ト又は各自動車メーカー窓口（別紙３）で確認できます。確認にあたっては、「車台番号」が
必要になりますので、お手元に車検証をご用意ください。

リコール

届出番号

車検停止

措置の開始日

改善措置未実施台数

(令和 3年 9月末時点)

4640 令和 4年 5月 1日 1,412 台

外-3271 令和 6年 5月 1日 391 台

【お問い合わせ先】

自動車局審査・リコール課 倉持、赤松、長岡

代表：03-5253-8111 （内線：42363）、直通：03-5253-8596

FAX：03-5253-1640

国土交通省では、タカタ製エアバッグのリコール改修を促進するため、新たに届出があった

リコールの対象車両についても車検停止措置の対象として追加します。
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連絡先 ： 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 

          ＴＥＬ ０３- ５２５３- ８１１１  内線 ４２３６１ 

アドレス ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ 

 
リ コ ー ル 届 出 一 覧 表 

 
リコール届出日：令和２年１月１６日 

リ コ ー ル 届 出 番 号 ４６４０ リ コ ー ル 開 始 日 令和２年１月１６日 

届出者の氏名又は名称 
株式会社ＳＵＢＡＲＵ          問い合わせ先：ＳＵＢＡＲＵ お客様センター 

取締役社長  中村  知美           ＳＵＢＡＲＵコール ０１２０-０５２２１５ 

不具合の部位（部品名） エアバッグ装置（インフレータ） 

基準不適合状態にあると

認める構造、装置又は性

能の状況及びその原因 

助手席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿

防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化す

ることがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそ

れがある。 

改 善 措 置 の 内 容 
全車両、助手席用エアバッグインフレータを点検し、該当するインフレータが装着さ

れているものは、インフレータを対策品に交換する。 

不 具 合 件 数 ０件 事 故 の 有 無 ０件 

発 見 の 動 機  部品メーカーからの情報による。 

自動車使用者及び自動車

分解整備事業者に周知さ

せるための措置 

・ 使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 

・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 

・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 

Ｎｏ. ４６４０のステッカーを貼付する。 

 

車名 型   式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 

リ コ ー ル 対 象 車

の台数 
備 考 

スバル 

ＬＡ－ＧＤ２ 

「インプレッサ」 

ＧＤ２－００３１９４ ～ ＧＤ２－０１１６１１ 

平成１６年 １月 ８日～平成１９年 ４月２０日 
６５３  

ＬＡ－ＧＤ３ 
ＧＤ３－００２６０５ ～ ＧＤ３－００７６９２ 

平成１６年 １月１３日～平成１９年 ４月２０日 
４０５  

ＴＡ－ＧＤＡ 
ＧＤＡ－０１４０１６ ～ ＧＤＡ－０２１５８５ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
１，２４９  

ＧＨ－ＧＤＢ 
ＧＤＢ－０２５３４７ ～ ＧＤＢ－０４２６５３ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
２，７２５  

ＤＢＡ－ＧＤＣ 
ＧＤＣ－００２００３ ～ ＧＤＣ－００２３７０ 

平成１８年 ６月 ７日～平成１９年 ４月２３日 
５８  

ＤＢＡ－ＧＤＤ 
ＧＤＤ－００２００３ ～ ＧＤＤ－００２２３０ 

平成１８年 ６月 ８日～平成１９年 ４月１３日 
３６  

ＬＡ－ＧＧ２ 
ＧＧ２－０４７５２３ ～ ＧＧ２－０８９９３７ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２４日 
４，１４９  

ＬＡ－ＧＧ３ 

ＴＡ－ＧＧ３ 

ＧＧ３－０２８７８７ ～ ＧＧ３－０５２６５５ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
２，１９０  

ＴＡ－ＧＧ９ 
ＧＧ９－０１００６０ ～ ＧＧ９－０１０２０４ 

平成１６年 １月 ７日～平成１６年 ４月２６日 
１５  

ＴＡ－ＧＧＡ 
ＧＧＡ－０１０７１７ ～ ＧＧＡ－０１５１０１ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月１８日 
５５３  

ＤＢＡ－ＧＧＣ 
ＧＧＣ－００２００１ ～ ＧＧＣ－００４３３９ 

平成１８年 ６月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
３６０  

別紙１
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車名 型   式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 

リ コ ー ル 対 象 車

の台数 
備 考 

スバル ＤＢＡ－ＧＧＤ 「インプレッサ」 
ＧＧＤ－００２００２ ～ ＧＧＤ－００３２８０ 

平成１８年 ６月 ８日～平成１９年 ４月２０日 
２１８  

 （計１３型式） （計１車種） 
（製作期間の全体の範囲） 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２４日 
（計１２，６１１台）  

（備考） 

本届出の対象範囲は、平成２７年５月２２日提出の届出番号「３５７８」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により

乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレータに交換したものについて、再度リコール届出をするものです。 

 

【注意事項】 

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 
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リコール届出一覧表 

リコール届出日：令和 3年 8月 24 日 

リ コ ー ル 届 出 番 号 外－3271 リ コ ー ル 開 始 日          令和 3年 8月 24日 

届出者の氏名又は名称 ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 
代表取締役 若松 格 

不具合の部位 

(部品名) 
その他の装置（運転席エアバッグ） 

基準不適合状態にある
と認める構造、装置又
は性能の状況及びその
原因 

運転席側エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、環境温度お
よび湿度変化の繰り返しにより推進剤（ガス発生剤）が劣化すること
がある。そのため、エアバッグ展開時にインフレ－タ内圧が異常上昇
して、インフレータ容器が破損するおそれがある。 

改 善 措 置 の 内 容 全車両、運転席側エアバッグモジュールを対策品に交換する。 

不 具 合 件 数 国内 0件 事故の有無       なし 

発 見 の 動 機 本国からの情報による。 

自動車使用者及び自動
車特定整備事業者に周
知させるための措置 

使用者：ダイレクトメール等で通知する。 
自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 
弊社 HPに掲載する。 

 

車  名 型 式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号 

(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 

リコール 

対象車の 

台数 

備 考 

シボレー 
「ABA-
KT300」 

「ソニック」 
KL1TA48EECB018592 ~    

KL1TA48ELFB200082 
平成23年6月13日～平成27年4月27日 

502  

 

(計 1 型式) (計 1 車種) 
（ 輸入期間の全体の範囲） 
平成23年6月13日～平成27年4月27日 

(計 502台)  

 

注意事項 

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 

 

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室 

      TEL03-5253-8111(内線 42361) 

            アドレス:http://www.mlit.go.jp 

製作国：米国  製作者名：ゼネラルモーターズ社 

問い合わせ先：ＧＭフリーダイヤル ＴＥＬ ０１２０－７１１－２７６ 
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令 和 ４ 年 １ 月 ７ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自動車局審査・リコール課 

 

リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)の要件を導入します 
～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・

強化を進めています。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、リスク軽減

機能の性能要件を追加する国連規則の改正が合意されたこと等を踏まえ、我が国においても、

改正された国連規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改

正等を行います。この国連規則は、我が国が平成28年に世界で初めてこのような機能について

要件化したガイドラインをベースに策定されています。 

 

１．主な改正項目（詳細は別紙参照） 

⑴ 運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動

車（二輪自動車及び特殊な自動車を除く。）について、国連規則第 79 号の要件を適用する。 

      

⑵ 重量車の燃費試験法として、より走行実態に即した燃費値を測定するため、新たに JH25

モード法を定める。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和４年１月７日 

施 行 ： 令和４年１月７日 

 

 

リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)に関する国連規則を国内の保安基

準の詳細規定に導入するため、所要の法令等の整備を行います。 

問い合わせ先 

自動車局 安全・環境基準課：【1.(1)関係】山村、辰野 

              【1.(2)関係】谷倉、大江 

 電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639 

自動車局 審査・リコール課： 小出、片野 

 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640 

＜リスク軽減機能の作動イメージ＞ 
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装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の 

保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「国

連規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（以下「WP29」という。）第 184 回

会合において、「かじ取装置に係る国連規則（第 79 号）」、「水素燃料自動車の安全基準に係る国連規

則（第 134 号）」等の改訂が採択された。 

これらの状況等を踏まえ、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）及び道路運送車両の

保安基準の細目を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行う

こととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 装置型式指定規則の一部改正 

国連規則第 79 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行うほか、所要の改正を行う。 

 

⑵ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動車

（※１）について、国連規則第 79号の要件を適用する。 

【作動イメージ・要件例】        【バス車両の追加要件】 

  

 

 

 

【適用日】 

新型車   ：令和５年９月１日 

継続生産車  ：令和７年９月１日 

 

② 圧縮水素ガスを燃料とする重量車（※２）には、事故時の消防・救急活動等の際に、当該車を

識別する目的として、国連規則第 134 号に規定されたラベルを車体の指定された箇所に貼付し

なければならないこととする。 

【適用日】新型車：令和４年９月１日 継続生産車：令和６年９月１日 

③ 重量車（※２）の燃費試験法として、新たに JH25 モード法（※３）を定める。 
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※１ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動

車並びに小型特殊自動車を除く。 

※２ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって車

両総重量が 3.5ｔを超える自動車に限る。 

※３ より走行実態に即した燃費値を測定するため、従来の燃費試験法から以下の点を変更する。 

⑴ エンジン試験時の測定点数（トルクと回転数に応じた燃費の測定条件）の追加 

⑵ 空気抵抗、転がり抵抗の実測値の反映 

⑶ 走行実態に応じた都市間走行比率、積載・乗車比率の見直し 

 

⑶ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

⑵①の改正について令和５年９月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

 

 

⑷ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和４年１月７日 

 施 行：令和４年１月７日 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 

１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使

用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則

に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」（以下、「車両等の型式認定相互承認協定」とい

う。）である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相

互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図

ることを目的としている。 

 

２．加入状況 

令和４年（2022 年）１月現在、56 か国、１地域が加入。 

    日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オー

ストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、

ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビ

ア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウクライ

ナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタ

ン、アルバニア、エジプト、ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア、ナイジェリア、パキスタン 

  （下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 

３．基準の制定・改訂 

(1) 協定に基づく規則（以下、「国連規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ29）での検討を

経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ、中国等が参加している。 

(2) 令和４年（2022 年）１月現在、装置ごとに 165 の国連規則（基準）が制定されている。 

 

４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 

(1) 協定締約国は、国内で採用する国連規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した国連規則について、当該国連規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定

マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該国連規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 

 

５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は令和 4 年（2022 年）1 月現在、乗用車の制動装置、警音器等の 99 の国連規則を採用している。今後

も、新技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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令和4年1月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

0 国際的な車両認証制度 56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

1 前照灯    　 57 前照灯(二輪車) 114 後付エアバック

2 前照灯白熱球 58 突入防止装置 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

3 反射器 59 交換用消音器 116 盗難防止装置

4 後部番号灯 60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 117 タイヤ単体騒音

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 61 外部突起(商用車) 118 バス内装難燃化

6 方向指示器 62 施錠装置（二輪車） 119 コーナリングランプ

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 64 応急用予備走行装置 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ

9 騒音（三輪車） 65 特殊警告灯 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

10 電波妨害抑制装置 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 123 配光可変型前照灯

11 ドアラッチ及びヒンジ 67 LPG車用装置 124 乗用車ホイール

12 ステアリング機構 68 最高速度測定法 125 直接視界

13 制動装置 69 低速車の後部表示板 126 客室と荷室の仕切り

13H 制動装置（乗用車） 70 大型車後部反射器 127 歩行者保護

14 シートベルト・アンカレッジ 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 128 LED光源

15 排出ガス規制 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 129 新幼児拘束装置

16 シートベルト 73 大型車側面保護 130 車線逸脱警報装置

17 シート及びシートアンカー 74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 131 衝突被害軽減制動制御装置

18 施錠装置（四輪車） 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 132 排ガスレトロフィット

19 前部霧灯 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 133 リサイクル

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 77 駐車灯 134 水素燃料電池自動車

21 内部突起 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 135 ポール側面衝突時の乗員保護

22 ヘルメット及びバイザー 79 かじ取装置 136 電気自動車（二輪車）

23 後退灯         80 シート（大型車） 137 フルラップ前突時乗員保護　

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 81 後写鏡(二輪車) 138 車両接近通報装置

25 ヘッドレスト 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

26 外部突起(乗用車) 83 燃料要件別排出ガス規制 140 ESC（横滑り防止装置）

27 停止表示器材 84 燃費測定法 141 タイヤ空気圧監視装置

28 警音器 85 馬力測定法 142 タイヤ取付

29 商用車運転席乗員の保護 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

30 タイヤ(乗用車) 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 144 事故自動緊急通報装置

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 145 年少者用補助乗車装置取付具

32 後部衝突における車両挙動 89 速度制限装置 146 水素燃料電池自動車（二輪車）

33 前方衝突における車両挙動 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 147 連結装置（農耕用）

34 車両火災の防止 91 側方灯 148 信号灯火に係る規則

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 92 交換用消音器（二輪車） 149 照射灯火に係る規則

36 バスの構造 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 150 反射器に係る規則

37 白熱電球 94 オフセット前突時乗員保護　 151 側方衝突警報装置

38 後部霧灯 95 側突時乗員保護 152 衝突被害軽減制動制御装置

39 スピードメーター 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 153 後面衝突における燃料漏れ及び電気安全

40 排出ガス規制（二輪車） 97 警報装置及びイモビライザ 154 軽・中量車の世界統一排出ガス測定法

41 騒音（二輪車） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式) 155 サイバーセキュリティ
42 バンパー 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源 156 ソフトウェアアップデート
43 窓ガラス 100 電気自動車 157 自動車線維持機能
44 幼児拘束装置 101 乗用車のCO2排出量と燃費 158 後退時車両直後確認装置
45 ヘッドランプ・クリーナー 102 連結装置 159 低速走行時前方衝突警報装置

46 後写鏡 103 交換用触媒 160 事故情報計測・記録装置

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 104 大型車用反射材 161 施錠装置

48 灯火器の取付け 105 危険物輸送車両構造 162 イモビライザ

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ) 163 盗難発生警報装置
50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 107 二階建てバスの構造

51 騒音 108 再生タイヤ

52 小型バスの構造 109 再生タイヤ(商用車)

53 灯火器の取付け（二輪車） 110 CNG・LNG自動車
54 タイヤ（商用車） 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ
55 車両用連結装置 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２
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「「自動車の用途等の区分について（依命通達）」の細部取扱いについて」（平成 
１３年４月６日付け国自技第５０号）の一部改正について 

 
令 和 ４年 ３月 
整 備 課 

 
〈改正の概要〉 

１．キャンピング車の構造要件について 

現行のキャンピング車の構造要件は、平成 13 年４月に施行し、現在まで運

用しているところ。 

今般のコロナ禍によりアウトドアレジャーが見直され、キャンピング車の

利用方法も多様性が求められているところ、現在の使用状況を鑑み、以下２

点について構造要件を見直す改正を行うこととした。 

（１）水道設備及び炊事設備を利用するための床面高さ 

従来、水道設備及び炊事設備を有効に利用できる床面高さとして 1,600mm

以上有することを規定していたが、座って使用する等、比較的低い位置にあ

る水道設備及び炊事設備を利用する場合があることから、これらについては

有効に利用できる床面高さを 1,200mm 以上と改正することとする。 

（２）就寝設備の数 

従来、キャンピング車の構造要件として、２名分以上の就寝設備を有する

ことを規定していたが、今般のコロナ禍により最少人数でキャンピング車を

利用する場面が増加しており、これらの場合には１名分の就寝設備であって

も、車室内に居住する目的を達成するのに適切な設備を有すると認められる

ことから、キャンピング車の就寝設備を１名分以上と改正することとする。 

 

 

２．その他特種用途自動車の構造要件について 

昨今の特種用途自動車の使用状況を鑑み、所要の改正を行うこととする。 

 

 

〈改正スケジュール〉 

本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 
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留
意
事
項
 

患
者

輸
送

車
 

医
療

機
関

等
に

お
い

て
医

療
等

の
提

供
を

受
け

る

者
（

以
下
「
患

者
等

」
と

い
う
。
）
を
輸

送
す
る
自
動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
構
造
上
の
要
件
を
満

足
し

て
い

る
も

の
を

い
う

。
 

な
お

、
特

種
な

目
的

に
使

用
す

る
た
め
の
床
面
積
を

算
定

す
る

た
め

の
設

備
に

は
、

寝
台
又

は
担
架
の
他
、

（
略
）
 

・
上

記
を

除
き

、
複

数
の

位
置

で
担

架

を
固

定
す

る
た

め

の
固

定
装

置
は

、

そ
の

す
べ

て
を

特

お
い
て
、
健
康
診
断
、
治
療
等
の
た
め
、
又
は
獣
医
療

法
に
基
づ
く
診
療
施
設
の
開
設
の
届
出
を
し
た
者
が
、

動
物

の
治

療
等

の
た

め
に

使
用

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満
足
し
て

い
る
も
の
を
い
う
。
 

１
 
健
康
診
断
、
治
療
等
の
用
に
供
す
る
椅
子
又
は
寝

台
を
有
し
、
か
つ
、
医
師
又
は
看
護
婦
等
の
用
に
供

す
る
椅
子
を
有
す
る
こ
と
。
 

２
 
健
康
診
断
、
治
療
等
の
用
に
供
す
る
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影
装
置
、
検
眼
装
置
又
は
心
電
図
測
定
装
置
等
を

有
す
る
こ
と
。
 

   ３
～
６
（
略
）
 

 ３
－

２
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
２
）
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

患
者

輸
送

車
 

医
療

機
関

等
に

お
い

て
医

療
等

の
提

供
を

受
け

る

者
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
を
輸
送
す
る
自
動
車

で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満

足
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

な
お
、
特
種
な
目
的
に
使
用
す
る
た
め
の
床
面
積
を

算
定
す
る
た
め
の
設
備
に
は
、
寝
台
又
は
担
架
の
他
、

（
略
）
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

患
者

等
１

人
に

つ
き

介
護

人
１

人
ま

で
の

乗
車

設
備

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合
に
お
け
る
介
護

人
の

乗
車

設
備

は
、
１
の

設
備

の
近
く

に
設
け
ら
れ
て

い
る

こ
と

。
 

ま
た

、
用

途
区

分
通

達
４

－
１
(
3
)の

規
定
は
、
本
車

体
の

形
状

に
は

適
用

し
な

い
も

の
と
す

る
。
 

１
～

５
（

略
）
 

６
 

物
品

積
載

設
備

を
有

し
て

い
な
い
こ
と
。
 

      

種
な

目
的

に
使

用

す
る

た
め

の
面

積

を
算

定
す

る
た

め

の
設

備
に

含
む

も

の
と

す
る
。
 

・
患

者
等

の
看

護

の
た

め
に

必
要

な

薬
品

等
を

収
納

す

る
棚

等
が

設
置

さ

れ
た

部
分

に
つ

い

て
は

、
物

品
積

載

設
備

に
は

該
当

し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 ３
－

３
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
３

）
の

自
動

車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

検
査

測
定

車
 

 
検

査
、
検

定
、
観

測
、
計
測

、
実

験
等
（
以
下
「
検

査
等

」
と

い
う

。
）
を

行
う

た
め

に
使
用

す
る
自
動
車
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造
上

の
要
件
を
満
足

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
な
お

、
国

、
地

方
自
治
体
又

は
調

査
研

究
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
立

し
た

一
般

社
団

法
人

若
し

く
は

一
般

財
団
法

人
が
、
検
査
等

を
行

う
た

め
に

使
用

す
る

被
牽

引
自

動
車

に
あ

っ
て

（
略
）
 

・
ル
ー
フ
ラ
ッ
ク
・

キ
ャ

リ
ア

等
の

各

種
ラ
ッ
ク
類
、
ボ
ン

ネ
ッ

ト
、

ト
ラ

ン

ク
、
屋
根
本
体
及
び

こ
れ

ら
に

類
す

る

患
者

等
１

人
に

つ
き

介
護

人
１

人
ま

で
の

乗
車

設
備

を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
介
護

人
の
乗
車
設
備
は
、
１
の
設
備
の
近
く
に
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
 

ま
た
、
用
途
区
分
通
達
４
－
１
(
3
)の

規
定
は
、
本
車

体
の
形
状
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

１
～
５
（
略
）
 

６
 
物
品
積
載
設
備
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。
 

      

     （
新

設
）
 

        

 ３
－
３
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
３
）
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

検
査

測
定

車
 

 
検
査
、
検
定
、
観
測
、
計
測
、
実
験
等
（
以
下
「
検

査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満
足

し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
な
お
、
国
、
地
方
自
治
体
又

は
調

査
研

究
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
立

し
た

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
、
検
査
等

を
行

う
た

め
に

使
用

す
る

被
牽

引
自

動
車

に
あ

っ
て

（
略
）
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

は
、
１
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
 

１
 

検
査

等
を

行
う

の
に

必
要

な
機

械
器

具
又

は
デ

ー
タ

処
理

装
置

を
有

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、
検
査

等
を

行
う

の
に

必
要
な
機
械
器
具

を
構

成
す

る
セ

ン
サ

ー
、
ア
ン

テ
ナ
等
、
検
出
部
は

自
動

車
の

車
室

外
に

設
置

、
展

開
し
て
使
用
す
る
も

の
で

あ
っ

て
も

よ
い

。
こ

の
場

合
に
お
い
て
、
特
種

な
目

的
に

使
用

す
る

た
め

の
面

積
に
は
、
車
室
外
に

お
い

て
検

出
部

を
調

整
す

る
た

め
に

自
動

車
の

車

体
外

表
面

に
設

置
さ

れ
た

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
含

め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

な
お

、
ノ

ギ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
メ

ー
タ
等
、
手
に
持

っ
て

検
査

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る
機
械
器
具
は
、

こ
の

場
合

の
検

査
等

に
必

要
な

機
械

器
具

に
該

当

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

１
の

作
業

ス
ペ

ー
ス

が
屋

根
部

に
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

作
業

ス
ペ

ー
ス
に

至
る

た
め

の
安
全

に
昇

降
で

き
る
階

段
、

は
し

ご
等

を

有
し

て
い
る

こ
と
。

 

３
～

４
（

略
）
 

部
位
は
、
１
「
自
動

車
の

車
体

外
表

面

に
設

置
さ

れ
た

作

業
ス
ペ
ー
ス
」
に
該

当
し

な
い

も
の

と

す
る
。
 

 ３
－

４
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
４

）
の

自
動
車
 

は
、
１
に
掲
げ
る
要
件
を
満
足
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
 

１
 

検
査

等
を

行
う

の
に

必
要

な
機

械
器

具
又

は
デ

ー
タ
処
理
装
置
を
有
す
る
こ
と
。
 

        

な
お
、
ノ
ギ
ス
、
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
等
、
手
に
持

っ
て
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
械
器
具
は
、

こ
の

場
合

の
検

査
等

に
必

要
な

機
械

器
具

に
該

当

し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
新

設
）
 

   ２
～
３
（
略
）
 

 ３
－
４
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
４
）
の
自
動
車
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新
 

旧
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

キ
ャ

ン
ピ

ン

グ
車
 

車
室

内
に

居
住

し
て

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満

足
し
て
い

る
も

の
を

い
う
。
 

１
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
就

寝
設

備
を

車
室
内

に
有
す

る
こ
と
。
 

(
1
)
就

寝
設
備

の
数
 

乗
車

定
員

の
３

分
の

１
以

上
（

端
数

は
切

り
捨

て
る

こ
と

と
し

、
乗

車
定

員
２

人
以

下
の

自
動

車

に
あ

っ
て

は
１

人
以

上
）

の
大

人
用

就
寝

設
備

を

有
す

る
こ
と

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
大

人
用

就
寝

設
備

を
少

な
く

と
も

１
人

分
以

上
有

し
て

い
る

場
合

は
、

子

供
用

就
寝

設
備

２
人

分
を

も
っ

て
大

人
用

就
寝

設

備
１

人
分
と

見
な
す

こ
と
が
で

き
る

。
 

(
2
)
～

(
5
)（

略
）
 

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
水

道
設

備
及

び
炊
事

設
備
を

有
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
水

道
設
備
 

水
道

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

イ
（
略

）
 

ウ
 

洗
面

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

位
置

（
洗

面
台

等

（
略
）
 

・
２

(
1)

エ
及

び
２

(
2
)
ク

に
お

い
て

、

「
空

間
を

有
し

て

い
る

こ
と

。
」

と
あ

る
の

は
、
キ

ャ
ン
プ

時
に

お
い
て

、
車
室

を
拡

張
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
構

造

の
も

の
で
あ

っ
て
、

展
開

し
た

状
態

に

お
い

て
２

(
1)

エ
及

び
２

(
2)

ク
で

規
定

す
る

有
効

高
さ

を

満
足

す
る

場
合

を

含
む

も
の
と

す
る
。
 

      ・
乗

車
設

備
、
構
造

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

キ
ャ
ン
ピ
ン

グ
車
 

車
室

内
に

居
住

し
て

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満

足
し
て
い

る
も

の
を

い
う
。
 

１
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
就

寝
設

備
を

車
室
内

に
有
す

る
こ
と
。
 

(
1
)
就

寝
設
備

の
数
 

乗
車

定
員

の
３

分
の

１
以

上
（

端
数

は
切

り
上

げ
る

こ
と

と
し

、
乗

車
定

員
３

人
以

下
の

自
動

車

に
あ

っ
て

は
２

人
以

上
）

の
大

人
用

就
寝

設
備

を

有
す

る
こ
と

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
大

人
用

就
寝

設
備

を
２

人
分

以
上

有
し

て
い

る
場

合
は

、
子

供
用

就
寝

設

備
２

人
分

を
も

っ
て

大
人

用
就

寝
設

備
１

人
分

と

見
な

す
こ
と

が
で
き

る
。
 

(
2
)
～
(
5
)（

略
）
 

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
水

道
設

備
及

び
炊
事

設
備
を

有
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
水

道
設
備
 

水
道

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

イ
（
略

）
 

ウ
 

洗
面

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

位
置

（
洗

面
台

等

（
略
）
 

・
２

(
1)

ウ
及

び
２

(
2
)
キ

に
お

い
て

、

「
上

方
に

は
有

効

高
さ

1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空

間
を

有
し

て

い
る

こ
と

。
」

と
あ

る
の

は
、
キ

ャ
ン
プ

時
に

お
い
て

、
車
室

を
拡

張
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
構

造

の
も

の
で
あ

っ
て
、

展
開

し
た

状
態

に

お
い

て
洗

面
台

等

又
は

調
理

台
等

を

利
用

す
る

た
め

の

床
面

か
ら

上
方

に

有
効

高
さ

1
,
6
0
0m
m

以
上

の
空

間
を

有

す
る

こ
と

と
な

る

場
合

を
含

む
も

の

と
す

る
。
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

に
正

対
し
て

使
用
で

き
、
か
つ

、
洗

面
台

等
と

利
用

者
の
間

に
他
の

設
備
等
が
な

く
、
か

つ
、

洗
面

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

が
そ

の

他
の

床
面

と
の

間
に

著
し

い
段

差
を

有
し

て

い
な

い
こ
と

を
い
う

。
）

に
あ

る
こ

と
。
 

エ
 

洗
面

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

上
方

に
は
有

効
高
さ
1
,
6
0
0㎜

（
洗

面
台

等
の

上
端
（
蛇

口
、
レ

バ
ー
及

び
浄

水
器

等
、
水
を

供
給

す
る
構

造
を
除

く
。
）
が

、
こ

れ
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
か

ら
上

方
に

8
5
0
m
m
以

下

の
場

合
に
あ

っ
て
は
1
,
2
0
0m
m
）
以

上
の
空

間

を
有

し
て
い

る
こ
と

。
 

(
2
)
炊

事
設
備
 

炊
事

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

カ
（
略

）
 

キ
 

調
理

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
位
置
（

調
理
台
・
コ

ン
ロ

等
に
正

対
し
て

使
用
で
き

、
調

理
台
・
コ

ン
ロ

等
と

利
用

者
の

間
に

他
の

設
備

等
が

な

く
、
か
つ

、
調
理

台
・
コ

ン
ロ

等
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
が

そ
の

他
の

床
面

と
の

間
に

著

し
い

段
差
を

有
し
て

い
な
い
こ

と
を

い
う

。
）

に
あ

る
こ
と

。
 

ク
 

調
理

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

要
件

で
規

定
す

る

設
備
（

二
層

構
造
の

上
層

部
分

に
設

け

る
就

寝
設

備
を

除

く
。
）

及
び

そ
の

他

構
造

要
件

で
規

定

さ
れ

て
い

な
い

任

意
の

設
備

と
兼

用

で
あ

る
部
位

は
、
６

「
専

用
の

収
納

場

所
」
に

該
当

し
な
い

も
の

と
す
る

。
 

に
正

対
し
て

使
用
で

き
、
か
つ

、
洗

面
台

等
と

利
用

者
の

間
に

他
の

設
備

等
が

な
い

こ
と

を

い
う

。
）
に
あ

り
、
か

つ
、
こ

れ
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
か

ら
上

方
に

は
有

効
高

さ

1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空
間

を
有
し

て
い

る
こ

と
。
 

（
新

設
）
 

      (
2
)
炊

事
設
備
 

炊
事

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

カ
（
略

）
 

キ
 

調
理

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
位
置
（

調
理
台
・
コ

ン
ロ

等
に
正

対
し
て

使
用
で
き

、
か

つ
、
調

理

台
・

コ
ン

ロ
等

と
利

用
者

の
間

に
他

の
設

備

等
が

な
い
こ

と
を
い

う
。
）
に
あ

り
、
か

つ
、

こ
れ

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

上
方

に

は
有

効
高

さ
1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空

間
を

有
し

て
い

る
こ
と

。
 

（
新

設
）
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7/
8 

 

新
 

旧
 

上
方

に
は
有

効
高
さ
1
,
6
0
0㎜

（
調

理
台

等
の

上
面

が
、

こ
れ

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か

ら
上

方
に

8
5
0
m
m
以

下
の

場
合

に
あ

っ
て

は

1
,
2
0
0
m
m
）

以
上

の
空

間
を

有
し

て
い

る
こ

と
。
 

(
3
)
（

略
）
  

３
～

５
（
略

）
 

６
 

脱
着

式
の

設
備

は
、

走
行

中
の

振
動

等
に

よ
り

移
動

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
所

定
の

場
所

に
確

実

に
収

納
又

は
固

縛
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ

る
こ

と
。
 

ま
た

、
専

用
の

収
納

場
所

を
有

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、「

特
種

な
設

備
の
占

有
す

る
面

積
」
に

当

該
収

納
場

所
の

占
め

る
面

積
を

、
脱

着
式

の
設

備

を
当

該
格

納
場

所
に

格
納

す
る

面
積

を
上

限
と

し

て
、
加

え
る

こ
と
が

で
き
る
も

の
と

す
る

。
 

７
（

略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ
 

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
被

け
ん

引

自
動

車
で

あ
っ

て
、
キ
ャ

ン
プ

時
に
お

い
て
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
構

造
上

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
 

１
（

略
）

 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る

水
道

設
備

及
び

炊
事

設
備

を
有

し
、
車
室

内
に

水
道
設
備
の
洗
面
台

（
略
）
 

     (
3
)
（

略
）
 

３
～

５
（
略

）
 

６
 

脱
着

式
の

設
備

は
、

走
行

中
の

振
動

等
に

よ
り

移
動

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
所

定
の

場
所

に
確

実

に
収

納
又

は
固

縛
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ

る
こ

と
。
 

     ７
（

略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ
 

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
被

け
ん

引

自
動
車
で
あ
っ
て
、
キ
ャ
ン
プ
時
に
お
い
て
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
構

造
上

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

も
の

を
い
う
。
 

１
（

略
）

 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る

水
道

設
備

及
び

炊
事
設
備
を
有
し
、
車
室
内
に
水
道
設
備
の
洗
面
台

（
略
）
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8 

 

新
 

旧
 

等
及

び
炊

事
設

備
の

調
理

台
等

並
び

に
コ

ン
ロ

等

の
設

備
を

有
し

て
い

る
こ

と
。
 

水
道

設
備

及
び

炊
事

設
備

の
要

件
は
、
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ

車
の

構
造

要
件

２
(
1
)
、

(
2
)
、

(
3
)
を

準
用

す

る
。
 

な
お

、
２
（
1
）
エ
及

び
（
2）

ク
中
括
弧
内
は
適

用
し

な
い

。
 

附
則
（
令
和

4
年

3
月

1
日
国

自
整
第

27
8
号
）
 

１
本

改
正

規
定

は
、
令
和

4
年

4
月

1
日
か

ら
適

用
す

る
。
 

２
改

正
前
に

登
録

を
受

け
て
い

る
自

動
車

又
は

車
両

番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
自
動
車
に

あ
っ

て
は
、
本

通
達
で

定
め
る

自
動

車
の

構
造

要
件

に
関
し
、
そ
の
自
動
車
の
構
造
・
装
置

に
変

更
が

な
い

限
り

に
お

い
て

、
な
お

従
前

の
例

に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

等
及

び
炊

事
設

備
の

調
理

台
等

並
び

に
コ

ン
ロ

等

の
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 

水
道
設
備
及
び
炊
事
設
備
の
要
件
は
、
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ

車
の

構
造

要
件

２
(
1
)
、

(
2
)
、

(
3
)
を

準
用

す

る
。
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令和４年３月４日

キャンピング車等構造要件
見直しのおしらせ

今般、キャンピング車等の構造要件について、見直しを
おこない、新しい構造要件を令和４年４月１日より適用し
ます。見直しの内容は以下の通りです。

四国運輸局

詳しくは、以下URLをご確認ください。

① 水道・炊事設備を利用する床面の有効高さ見直し

② 就寝設備の最低数の見直し

③ その他特種用途自動車の構造要件見直し

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_2.htm

着座姿勢で利用可能な水道・炊事設備※について、これらを利用す
るための床面高さを１，２００ｍｍ以上としました。

乗車定員５名以下の自動車について、最低限必要な就寝設備を
大人１名分に変更しました。

または
1,600mm以上

1,200mm以上

1,600mm以上

850mm超 ※850mm以下

1,000mm以上

1,800mm以上

500mm以上

1,800mm以上

就寝設備 ※大人一人当たりの就寝設備の寸法は、長さ1800mm以上、幅500mm以上。

※着座姿勢で利用可能な水道・炊事設備は、高さ850mm以下。
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                          令和４年３月１８日 

自動車局自動車情報課 

 
 

４月１８日から新たな全国版図柄入りナンバープレートを交付します！ 
～事前申込の受付は３月２２日から開始します！～ 

 
新たな全国版図柄入りナンバープレートについて、４月１８日（月）から交付を開

始することとし、また、３月２２日（火）より事前申込の受付を開始することとしま
したので、お知らせいたします。 

本ナンバープレートは、ラグビーワールドカップ日本大会、東京２０２０大会特別
仕様ナンバープレートに続く、新たな全国版ナンバープレートとして、約５年間の期
間限定で交付する予定です。 

交付期間内であれば、車の購入時はもちろん、現在お乗りの自動車の車検時など、
いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ変更することが出来ます。 

 
１．新たな全国版図柄入りナンバープレートのデザイン 

本ナンバープレートは、「日本を元気に」というコンセプトで全国４７都道府県の
県花がデザインされています。 

 
 
 
  
     
    ＜自家用登録車＞   ＜事業用登録車＞   ＜自家用軽自動車＞ 
 
２．申込み方法  

ご自身でウェブサイト（http://www.graphic-number.jp）からお申込みいただくか、
交付窓口もしくは、お近くのディーラー・整備工場等にご相談ください。 

 
３．料金について  

新たな全国版図柄入りナンバープレートの交付料金は地域により異なります。詳し
くは、国土交通省の特設ページをご確認ください。（例：東京地区 8,000 円（2 枚一組）） 
（https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_zenkokur4/） 

  
４．交付期間  
  令和４年４月１８日～令和９年４月３０日 
 
５．寄付金の活用 
  フルカラーの図柄入りナンバープレートの申込み時にいただいた寄付金（1,000 円
以上）は、自動車事故の防止等に資する取組に活用されます。 

 ※寄付金無しの場合は、モノトーン版のナンバープレートとなります。 
 

【問い合わせ先】自動車局 自動車情報課 佐藤・柿﨑・清水 
電話：03-5253-8111（内線:41145、42103）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 
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令和４年３月３１日 

自動車局技術・環境政策課 

 

重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されます 
～「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について～ 

トラック運送事業における管理部門の負担軽減などを図るため、本年４月より、一定の

要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長する

とともに申請書面の簡素化を図ります。 

１．背景 

トラック運送事業にあっては、ドライバー不足、現場の要員確保が深刻な問題となっ

ており、事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しくもあり、管理部門の負担※軽減を望

む声も高まるなど、働き方改革の推進など官民あげて課題解決に向けた取り組みが必要

となっています。 
このため、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図

る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正を行うほ

か、所要の改正を行います。 
※ 長大又は超重量貨物を輸送するトレーラの運行に当たっては事前に車両の寸法や重量にかかる道

路運送車両の保安基準の緩和認定が必要 
※ 認定を受けた者は、認定に付された基準緩和の「期限」、「条件」、当該自動車の運行に必要な安

全・環境上の「制限」を遵守する必要 
※ 期限満了日以降も当該車両を維持して運行する場合は、緩和の「継続認定」を受ける必要 

 

２．改正概要 

（１）提出書面の一部改正 

各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。 

（２）継続緩和における緩和の期限の一部改正 
 ① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所

認定（Ｇマーク）を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継

続緩和申請について、緩和の期限を現行の４年から無期限に延長。 
※安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。 

   ② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を

現行の２年から４年に延長。 
 
 
 
 
 
 

 

３．その他所要の改正 
 
４．施行日 令和４年４月１日 

 

＜要件＞ 
Ｇマーク認定事業所が継続緩和を申請する自動車で、前回

の基準緩和認定日から継続緩和申請日までの間に重大事

故や基準緩和自動車の行政処分等がない場合。 

＜お問い合わせ先＞ 自動車局技術・環境政策課 宮下・江連 

電話：03-5253-8111（内線 42214） 

直通：03-5253-8590 FAX：03-5253-1639 

現行 改正

新　規：２年 新　規：　２年

初回の継続：３年

２回目以降：４年

新　規：２年 新　規：　２年

継　続：２年 継　続：　４年

基準緩和の期限の改正

継　続：無期限
要件を満足する自動車

その他の自動車
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ト
ラ

ッ
ク

運
送

事
業

に
あ

っ
て

は
、

ド
ラ

イ
バ

ー
不

足
、

現
場

の
要

員
確

保
が

深
刻

な
問

題
と

な
っ

て
お

り
、

事
業

者
を

取
り

巻
く
経

営
環

境
は

非
常

に
厳

し
く
も

あ
り

、
管

理
部

門
の

負
担

※
軽

減
を

望
む

声
も

高
ま

る
な

ど
、

働
き

方
改

革
の

推
進

等
官

民
あ

げ
て

課
題

解
決

に
向

け
た

取
り

組
み

が
必

要
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

の
た

め
、

基
準

緩
和

自
動

車
の

重
大

事
故

の
発

生
状

況
を

踏
ま

え
、

申
請

提
出

書
面

の
簡

素
化

、
継

続
緩

和
の

期
限

の
延

長
等

申
請

者
の

利
便

性
向

上
の

た
め

、
基

準
緩

和
自

動
車

の
認

定
要

領
に

つ
い

て
（依

命
通

達
）の

一
部

改
正

を
し

ま
す

。
※

長
大

又
は

超
重

量
貨

物
を

輸
送

す
る

ト
レ

ー
ラ

の
運

行
に

当
た

っ
て

は
事

前
に

車
両

の
寸

法
や

重
量

に
か

か
る

道
路

運
送

車
両

の
保

安
基

準
の

緩
和

認
定

が
必

要

※
認

定
を

受
け

た
者

は
、

認
定

に
付

さ
れ

た
基

準
緩

和
の

「
期

限
」
、

「
条

件
」
、

当
該

自
動

車
の

運
行

に
必

要
な

安
全

・
環

境
上

の
「
制

限
」
を

遵
守

す
る

必
要

※
期

限
満

了
日

以
降

も
当

該
車

両
を

維
持

し
て

運
行

す
る

場
合

は
、

緩
和

の
「
継

続
認

定
」
を

受
け

る
必

要

＜
要

件
＞

Ｇ
マ

ー
ク

認
定

事
業

所
が

継
続

緩
和

を
申

請
す

る
自

動
車

で
、

前
回

の
基

準
緩

和
認

定
日

か
ら

継
続

緩
和

申
請

日
ま

で
の

間
に

重
大

事
故

や
基

準
緩

和
自

動
車

の
行

政
処

分
等

が
な

い
場

合
。

●
安

全
性

優
良

事
業

所
認

定
（
Ｇ

マ
ー

ク
）
を

受
け

た
貨

物
運

送
事

業
所

が
申

請
す

る
継

続
緩

和
に

つ
い

て
、

期
限

を
無

期
限

化
。

※
 安

全
性

優
良

事
業

所
認

定
の

返
納

や
取

り
消

し
と

な
っ

た
場

合
、

遅
滞

な
く
新

規
緩

和
の

申
請

が
必

要
。

●
そ

の
他

の
継

続
緩

和
も

、
期

限
を

現
行

の
２

年
か

ら
４

年
に

延
長

。

基
準

緩
和

自
動

車
の

事
故

実
態

を
踏

ま
え

、
緩

和
の

期
限

を
延

長

「
基
準
緩
和
自
動
車
の
認
定
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

～
基
準
緩
和
の
期
限
の
見
直
し
、
申
請
提
出
書
面
等
が
一
部
簡
素
化
さ
れ
ま
す
～

申
請

提
出

書
面

の
一

部
簡

素
化

、
変

更
申

請
を

届
出

制
に

変
更

現
行

改
正

新
　

規
：
２

年
新

　
規

：
　

２
年

初
回

の
継

続
：
３

年

２
回

目
以

降
：
４

年

新
　

規
：
２

年
新

　
規

：
　

２
年

継
　

続
：
２

年
継

　
続

：
　

４
年

基
準

緩
和

の
期

限
の

改
正

継
　

続
：
無

期
限

要
件

を
満

足
す

る
自

動
車

そ
の

他
の

自
動

車

●
各

種
様

式
を

見
直

し
、

集
約

化
・
簡

素
化

・
誓

約
書

、
宣

誓
書

を
申

請
書

に
集

約
・

添
付

書
面

の
削

減

申
請

書
申

請
書

●
変

更
申

請
を

届
出

制
に

変
更

し
即

日
対

応
と

す
る

こ
れ

ま
で

変
更

申
請

と
し

て
扱

っ
て

い
た

名
称

や
使

用
の

本
拠

の
位

置
の

変
更

等
に

つ
い

て
、

届
出

制
と

す
る

こ
と

で
審

査
期

間
の

大
幅

な
短

縮
に

よ
り

申
請

者
の

利
便

性
向

上
を

図
る

。

（
１

か
月

程
度

）

様
式

を
集

約
し

枚
数

削
減 認

定
書

交
付

支
局

等
に

申
請

支
局

等
で

記
載

変
更

手
続

改
正

後

現
行

支
局

等
に

届
出

原
則

即
日

処
理

そ
の

ま
ま

支
局

等
で

記
載

変
更

手
続

可
能

受
付 届
出

書

車
両

総
重

量
2
0
ト

ン
超

の
ト

ラ
ク

タ
ト

レ
ー

ラ
連

結
車

の
死

亡
・
重

症
事

故
件

数
（
５

年
平

均
）
の

推
移

44
.2

26

14
.6

11
.6

01020304050

H
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～
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H

18
～

H
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H
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～
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令和４年５月１７日 

自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め
る政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定 

 

令和元年５月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期

日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、 

本日、閣議決定されました。 
 

１．背景  

令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）が公布され、自動車検査証を電子化することや、自動車検査

証に有効期間等を記録する事務等について国土交通大臣が一定の要件を備える者に

委託すること等ができることとなりました（以下「記録等事務委託制度」という。）。

これに伴い、改正法の施行期日等を定める等の関係政令の整備を行います。 
 

２．概要  

（１）道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は、令和４年５月 23 日とし、自

動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和５年１月１日

とします。 

（２）道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び 

経過措置に関する政令 

①道路運送車両法施行令 

記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支

局長等に委任します。 

②自動車登録令 

自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出

力方法に、「電磁的方法」を加えます。 

③その他 

改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。 

④経過措置 

軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和５年 12

月 31 日とします。  

 

３．スケジュール   

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務委託制度の準備行為関係）  

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林、 03-5253-8111（内線 42114） 

第二章　検査業務関係

- 81 -



 

令和４年５月２０日 
自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

道路運送車両法施行規則等の改正について 

～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました～ 
電子化された自動車検査証（以下「電子車検証」という。）の券面記載事項や ICタグの記録

事項、記録等事務の委託手続等を定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省

令が本日公布されました。 

１ 背景 

  令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）により、令和５年１月から自動車検査証を電子化するとともに、

継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務（以下「特定記録等事務」とい

う。）及び自動車検査証の変更記録に関する事務（以下「特定変更記録事務」という。）を

国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度（以下「記録等事務委託制度」

という。）が創設されました。改正法の施行に伴い、電子車検証の記載事項等や記録

等事務の委託手続等を定めました。【別紙１】 

 

２ 概要 

（１）電子車検証の記載事項等【別紙２～４】 

   電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記

載されます。一方、IC タグの記録事項は、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住

所、使用者の住所、使用の本拠の位置等となります。IC タグの記録情報の書き換えのみ

の場合（継続検査等の申請がオンラインの場合に限る。）、運輸支局等へ出頭を不要と

することが可能になります。 

※ 自動車検査証の電子化とあわせて、IC タグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコ

ンで閲覧あるいは PDF 等で出力できるよう、令和５年１月より「車検証閲覧アプリ」を提供します。

「車検証閲覧アプリ」をインストールしたユーザーに対しては、自動車検査証の有効期間の更新時

期をお知らせするサービス等を提供する予定です。 

 

（２）記録等事務の委託手続等【別紙５】 

   特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出す

ること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要

な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。 

 

３ スケジュール 

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務の委託申請受付開始） 

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

 
【問い合わせ先】 

〇自動車検査証の記載事項及び特定記録等事務（継続検査）の委託について 

国土交通省自動車局整備課 姉川、野村        03-5253-8111（内線 42424） 

〇特定変更記録事務（変更登録）の委託について 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林  03-5253-8111（内線 42114） 

第二章　検査業務関係

- 82 -



【
別
紙
１
】
電
子
車
検
証
・
記
録
等
事
務
委
託
制
度

現 行 電 子 化 後

ユ
ー
ザ
ー

車
検
証
送
付

車
検
依
頼

車
検
完
了

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

O
S
S
申
請

新
旧

車
検

証
の

交
換

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
必
要

ユ
ー
ザ
ー

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

カー
ド情

報
読

取

現 行 電 子 化 後

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

等
を実

施
可

能
とす

る
た

め
の

国
か

らの
委

託
す

る
制

度
の

創
設

１
．

自
動

車
検

査
証

の
Ｉ

Ｃ
カー

ド化
２

．
Ｉ

Ｃ
タグ

の
記

録
等

事
務

の
委

託

【 表 面( イ メ ー ジ) 】 【 裏 面( イ メ ー ジ) 】

ピ
ッ

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

O
S
S
申
請

更
新
可
能
通
知

審
査

M
O
T
A
S
更

新

車
検

証
発

行

（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

検
査

標
章

発
行

検
査
標
章
受
領

印
刷
可
能
通
知

検
査

標
章

の
印

刷

審
査

M
O
T
A
S
更

新
（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
不
要

車
検
依
頼

車
検
完
了

1

〇
令

和
5年

1月
よ

り、
自

動
車

検
査

証
を

電
子

化
す

る
とと

も
に

、継
続

検
査

に
係

る
自

動
車

検
査

証
へ

の
記

録
等

に
関

す
る

事
務

及
び

自
動

車
検

査
証

の
変

更
記

録
に

関
す

る
事

務
を

運
輸

支
局

長
等

が
一

定
の

要
件

を
備

え
る

者
（

指
定

整
備

事
業

者
、行

政
書

士
等

）
に

委
託

す
る

制
度

（
記

録
等

事
務

委
託

制
度

）
を

導
入

。な
お

、軽
自

動
車

に
つ

い
て

は
令

和
6年

1月
よ

り導
入

予
定

。
〇

これ
に

よ
り、

継
続

検
査

等
に

お
け

る
運

輸
支

局
等

へ
の

来
訪

が
不

要
とな

り、
オ

ン
ライ

ンで
完

結
した

申
請

を
実

現
。
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2

【
別
紙
２
】
電
子
車
検
証
の
仕
様

【台
紙
】

寸
法

：
縦

10
5m

m
、横

17
7.

8m
m

（
7イ

ンチ
）

紙
厚

：
15

0µ
m

（
四

六
判

11
0k

g）

【I
Cタ
グ
】

通
信

規
格

：
IS

O
/I

EC
14

44
3 

Ty
pe

A
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【
別
紙
３
】
自
動
車
検
査
証
の
券
面
記
載
事
項
と
IC
タ
グ
記
録
事
項

3

自
動
車
登
録
番
号
／
車
両
番
号

車
名
・型
式

自
動
車
の
種
別

用
途

自
家
用
・事
業
用
の
別

交
付
年
月
日

車
体
の
形
状

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力

＜
券
面
記
載
事
項
＞

原
動
機
の
型
式

軸
重
（
前
前
・前
後
・後
前
・後
後
）

型
式

乗
車
定
員
／
最
大
積
載
量

車
台
番
号

使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

長
さ
／
幅
／
高
さ

燃
料
の
種
類

車
両
重
量
／
車
両
総
重
量

初
度
登
録
年
月
／
初
度
検
査
年
月

車
両
識
別
符
号
（
車
両
ID
）
※
車
両
ご
とに
不
変
の
番
号
とし
て
電
子
化
に
伴
い
付
与

牽
引
重
量
又
は
第
五
輪
荷
重

必
要
な
整
備
を
行
うべ
き
こと
を
命
じた
自
動
車
で
あ
る
旨

破
壊
試
験
を
行
って
い
な
い
装
置
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
基
準
の
緩
和
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

道
路
維
持
作
業
用
車
の
灯
火
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

備
考
欄
情
報

被
牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
上
の
技
術
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
の
内
容
（
乗
車
定
員
等
の
制
限
）

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

青
色
防
犯
灯
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

総
重
量
7t
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
あ
って
は
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
・容
量

貸
渡
自
動
車
（
ワ
ン
ウ
ェイ
方
式
）
で
あ
る
旨

軽
自
動
車
で
最
高
速
度
60
km
/h
の
うち
、高
速
道
路
を
運
行
しな
い
も
の
で
あ
る
旨

＜
券
面
非
表
示
事
項
（
IC
タ
グ
の
み
）
＞

所
有
者
の
氏
名
・住
所

使
用
者
の
住
所

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間

使
用
の
本
拠
の
位
置

被
牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
内
容

保
安
基
準
を
緩
和
した
自
動
車
に
あ
って
は
そ
の
内
容

備
考
欄
情
報

特
区
法
の
規
定
に
よ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
内
容

牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
被
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
総
重
量

牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
で
あ
る
旨

※
下
線
の
事
項
は
、電
子
化
に
伴
い
「そ
の
旨
」の
み
を
券
面
に
記
載
し、
具
体
的
な
内
容
は
IC
タ
グ
に
記
録
す
る
も
の

現
行

の
車

検
証

情
報

は
IC

タグ
に

全
て

記
録

汎
用

の
カー

ドリ
ー

ダー
で

読
取

可
能

（
読

取
機

能
付

き
ス

マー
トフ

ォン
に

も
対

応
）
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【
別
紙
４
】
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
概
要

国
土
交
通
省

あ
な
た
の
お
車
「
品
川
3
0
0
お
1
2
3
4
」

の
車
検
の
有
効
期
間
が

近
づ
い
て
い
ま
す
。

（
有
効
期
間
*
*
年
*
*
月
*
*
日
）

電
子
車
検
証

！
通
知
！

①
「
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
」
の
提
供

②
車
検
証
有
効
期
間
更
新
時
期
の
通
知

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー

○
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

Ｐ
！

○
今

後
IC

タグ
に

記
録

され
る

こと
に

な
る

有
効

期
間

や
使

用
者

住
所

、所
有

者
情

報
に

つ
い

て
、ユ

ー
ザ

や
関

係
事

業
者

は
、車

検
証

閲
覧

ア
プ

リを
活

用
して

当
該

情
報

を
確

認
す

る
。

○
閲

覧
ア

プ
リに

よ
り、

車
検

証
情

報
の

確
認

の
ほ

か
、車

検
証

情
報

ファ
イル

の
出

力
（

PD
F等

）
や

車
検

証
情

報
以

外
の

情
報

の
確

認
等

も
可

能
に

な
る

予
定

。
○

ま
た

、車
検

証
閲

覧
アプ

リを
イン

ス
トー

ル
した

ユ
ー

ザ
ー

に
は

車
検

証
有

効
期

間
更

新
時

期
をお

知
らせ

す
る

サ
ー

ビス
を開

始
予

定
。

サ
ー
ビス
の
概
要

利
用
開
始
時
期

サ
ー
ビス
時
間

利
用
可
能
者

利
用
可
能
機
器

20
23

年
1月

～
24

時
間

36
5日

車
検

証
原

本
を

所
持

す
る

者
提

示
を

受
け

られ
る

者
PC

ス
マ

ー
トフ

ォン

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リの
概
要

・車
検

証
情

報
の

閲
覧

・車
検

証
情

報
ファ

イル
の

出
力

・リ
コー

ル
情

報
等

の
確

認
…

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
機
能

4
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【
別
紙
５
】
記
録
等
事
務
の
委
託
手
続

２
．
記
録
等
事
務
の
委
託
に
か
か
る
主
な
手
続
等

（
１
）
申
請
先
：

運
輸

監
理

部
長

又
は

運
輸

支
局

長
（

軽
自

動
車

に
係

る
記

録
等

事
務

の
委

託
を

受
け

よう
とす

る
場

合
は

、軽
自

動
車

検
査

協
会

）

（
２
）
委
託
要
件

①
当

該
事

務
を

行
うの

に
必

要
か

つ
適

切
な

能
力

を有
す

る
こと

②
適

切
な

組
織

体
制

で
あ

る
こと

③
必

要
な

設
備

等
を

有
す

る
こと

（
３
）
そ
の
他

○
標

識
の

掲
示

、検
査

標
章

の
保

管
及

び
紛

失
届

、
事

業
場

の
位

置
変

更
の

承
認

や
氏

名
等

変
更

届
、業

務
廃

止
届

等
の

手
続

○
委

託
の

解
除

手
続

き
等

１
．
記
録
等
事
務
委
託
制
度
の
対
象
手
続
等

特
定

記
録

等
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
５

）
特

定
変

更
記

録
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
６

）

(１
)対

象
手

続
継

続
検

査
変

更
登

録
、移

転
登

録
（

券
面

変
更

を伴
わ

な
い

場
合

の
み

（
例

：
所

有
者

の
氏

名
・住

所
）

）

(２
)申

請
方

式
電

子
申

請
（

O
SS

申
請

）
（

窓
口

申
請

は
対

象
外

）

5

特
定

記
録

等
事

務
行

政
書

士
又

は
行

政
書

士
法

人
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

、
（

一
社

）
全

国
軽

自
動

車
協

会
連

合
会

（
検

査
対

象
軽

自
動

車
の

み
）

、指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

特
定

変
更

記
録

事
務

行
政

書
士

又
は

行
政

書
士

法
人

自
動

車
検

査
証

へ
の

記
録

の
適

切
な

実
施

、検
査

標
章

の
保

管
・出

納
管

理
・法

令
遵

守
等

の
監

督
、連

絡
体

制
の

構
築

、記
録

事
務

責
任

者
の

選
任

等

イン
ター

ネ
ット

接
続

環
境

、パ
ソコ

ン、
プリ

ンタ
（

市
販

レー
ザ

プリ
ンタ

又
は

イン
クジ

ェッ
トプ

リン
タ（

純
正

顔
料

イン
ク）

、
個

人
を認

証
す

る
も

の
（

マイ
ナ

ンバ
ー

カー
ド又

は
gb

iz
ID

)、
IC

カー
ドリ

ー
ダ・

ライ
タ、

セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

、盗
難

防
止

措
置

等
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令和４年５月２０日 

国自情第４４号の３ 

国自整第５０号の３ 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局長 

 

 

特定記録等事務代行等委託要領の制定について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）の規定により、改正後の道路

運送車両法第７４条の５第１項及び第７４条の６第１項の規定による委託に関し必要な手続その

他の行為については、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令

和４年政令第１９４号）の規定により、令和４年５月２３日より行うことが可能となったところ

であり、併せて道路運送車両法施行規則等の一部を改正し、関係法令を整備したところです。 

上記期日以降、記録等事務の委託申請をすることが可能となりますので、改正後の道路運送車

両法及び道路運送車両法施行規則等に基づく記録等事務の委託審査に関し、別紙のとおり要領を

定めましたので、傘下会員に周知をお願い致します。 

 

なお、本件につきましては、各地方運輸局長、沖縄総合事務局長及び軽自動車検査協会理事長

に別添のとおり通知していることを申し添えます。 
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特定記録等事務代行等委託要領 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 特定記録等事務（第４条―第１７条） 

 第３章 特定変更記録事務（第１８条―第２９条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

 （適用） 

第１条 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」という。）第７４条の５第１項

の規定による継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託及び法第７４条の６

第１項の規定による自動車検査証の変更記録に関する事務の委託に関しては、同法、道路運送

車両法施行令（昭和２６年政令第２５４号）及び道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省

令第７４号。以下「施行規則」という。）の規定によるほか、この要領の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 特定記録等事務 自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に

関する事務であって、施行規則第４９条の６各号に掲げる事務に該当しないもの 

二 特定記録等事務代行者 本要領第６条の規定により、運輸支局長（運輸監理部長を含む。

以下同じ。）又は軽自動車検査協会（以下「運輸支局長等」という。）より特定記録等事務の

委託を受けた者 

三 特定変更記録事務 登録自動車の自動車検査証の変更記録に関する事務であって、施行規

則第４９条の２０に定める事務に該当しないもの 

四 特定変更記録事務代行者 本要領第２０条の規定により、運輸支局長より特定変更記録事

務の委託を受けた者 

五 委託番号 運輸支局長等が、特定記録等事務代行者又は特定変更記録事務代行者（以下「記

録等事務代行者」と総称する。）に特定記録等事務又は特定変更記録事務（以下「記録等事務」

と総称する。）を委託するときに付与する固有の番号 

六 記録等事務代行アプリ 国土交通省自動車局（以下「本省」という。）が構築し、提供する

アプリケーションであって、記録等事務代行者が記録等事務を行う際に使用するもの 

 

（委託業務に係る費用） 

第３条 記録等事務代行者は、運輸支局長等に対し、記録等事務を行うにあたって必要となる費

用又は手数料その他の金銭の支払を請求することができない。    
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第２章 特定記録等事務 

 

（申請の単位） 

第４条 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、特定記録等事務の委託の申請について、

事業場単位で申請を行うものとする。 

 

（特定記録等事務の委託の申請） 

第５条 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は、最寄りの運輸支局長に、

検査対象軽自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は、軽自動車検査協会に申

請するものとする。 

２ 前項の規定により、同時に運輸支局長及び軽自動車検査協会のいずれにも申請するときは、

登録自動車に係る事務及び検査対象軽自動車に係る事務を委託の範囲に含める旨を申請書に明

記の上、運輸支局長及び軽自動車検査協会に同時に申請するものとする。 

３ 既に軽自動車検査協会から特定記録等事務の委託を受けている場合において登録自動車に係

る特定記録等事務の委託を受けようとするとき又は法第７４条の６第１項に基づき変更記録事

務の委託を受けている場合において特定記録等事務の委託を受けようとするときは、本要領第

８条又は第２２条の規定により既に付与された委託番号を申請書に記載するものとする。 

４ 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、申請書に連絡先、メールアドレスその他の特

定記録等事務の実施にあたり必要な事項を記載して提出するものとする。 

 

（委託に当たっての審査基準等） 

第６条 運輸支局長は、特定記録等事務の委託に関する申請があった場合において、施行規則第

４９条の７の要件として、以下の（１）から（５）に適合すると認められるときは、委託するも

のとする。 

（１）特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な能力を有する者として、以下のいずれか

に該当する者であること。 

ア 行政書士の資格を有する者又は行政書士法人 

イ 行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１９条第１項ただし書に規定する総務省令で

定める者として、行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）第２０条第２項第

２号に規定される者（ただし、同号で規定される手続きの区分に限る。） 

ウ 指定自動車整備事業の指定を受けている者 

（２）特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な組織として、以下の業務を行う特定記録

等事務責任者を選任し、当該事務を確実に実施できる体制を構築していること。 

ア 自動車検査証への記録の適切な実施の管理 

イ 検査標章の保管及び出納の管理 

ウ 法令及び委託に付した条件の遵守についての必要な監督 

エ 問題が生じた場合等において運輸支局長等と確実に連絡が取れる体制の構築及び適切

な措置を講ずる等の統括管理 

（３）特定記録等事務を実施するのに必要な設備等として、以下を備えていること。 
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ア 記録等事務代行アプリを使用することが可能なパソコン 

イ アに接続し、検査標章、自動車検査証記録事項等を印刷するための機器 

ウ アに接続し、自動車検査証に搭載される IC タグをかざすことにより読取及び書換が

可能な機器 

エ インターネット接続環境 

オ 記録等事務代行アプリの使用にあたって個人を認証するもの 

（４）特定記録等事務を実施するにあたって、必要なセキュリティ対策が講じられていること。 

（５）施行規則第４９条の７第３号に掲げる者に該当しないこと。 

２ 前条第２項の規定により、登録自動車に係る事務及び検査対象軽自動車に係る事務を委託の

範囲に含める旨が明記されている場合において、前項に定める要件をすべて満たしていると認

めたときは、当該申請を受けた運輸支局長はその旨を軽自動車検査協会に通知しなければなら

ない。 

３ 運輸支局長は、軽自動車検査協会から特定記録等事務の委託に関する申請を審査するため、

申請者が第１項（１）ウに該当する者であるかについて問合せがあった場合は速やかに回答す

ること。 

 

（委託に係る事務の範囲） 

第７条 運輸支局長は、特定記録等事務代行者に対し、施行規則第４９条の６各号に掲げる事務

を委託してはならない。 

 

（委託書） 

第８条 運輸支局長は、特定記録等事務の委託をしたときは、当該特定記録等事務代行者に対し

て固有の委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書を交付するものとする。ただし、既に

当該特定記録等事務代行者が軽自動車検査協会より特定記録等事務の委託を受けているとき又

は本要領第２０条の規定により既に特定変更記録事務の委託を受けているときは、新たに委託

番号を付与せず、先に委託を受けた際に付与された委託番号を委託書に記載するものとする。 

 

（通知の方法） 

第９条 運輸支局長は、施行規則第４９条の４の規定に基づき特定記録等事務代行者に通知を行

うときは、記録等事務代行アプリを通じて通知することとする。 

 

 （特定記録等事務代行者が講じる措置） 

第１０条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の４の規定による通知を受けたときは、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 通知を受けた自動車の自動車検査証の有効期間及び自動車検査証へ記録すべき事項を記録

等事務代行アプリを使用することにより自動車検査証に記録し返付すること。 

二 通知を受けた自動車の自動車検査証の有効期間と同一の有効期間を表示した検査標章を交

付すること。 
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（検査標章の配付等） 

第１１条 運輸支局長は、特定記録等事務代行者の申請により、特定記録等事務に必要な検査標

章を配付することとする。 

２ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者から未使用の検査標章の返納があった場合はこれを回

収することとする。 

 

（検査標章の出納の記録） 

第１２条 運輸支局長は、検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作成し、前条の規定により検査

標章を配付、回収したとき又は紛失の報告を受けたときは、出納状況を記録しなければならな

い。 

２ 特定記録等事務代行者は、検査標章の受入れ、交付、き損及び紛失等を記録する検査標章授

受出納簿（事業者用）を作成し、検査標章の出納状況を適切に管理しなければならない。 

 

（特定記録等事務代行者に関する記録及びインターネットへの公開等）  

第１３条 運輸支局長は、施行規則第４９条の５第１項の規定により特定記録等事務代行者に関

する記録を作成したときは、当該記録を本省に報告しなければならない。 

２ 本省は、施行規則第４９条の５第２項の規定により特定記録等事務代行者の名称及び住所等

を、本省が管理するホームページに掲載することとする。 

３ 運輸支局長は、各運輸支局ホームページにリンクを設置するなど前項に規定するホームペー

ジを閲覧することができる状態にすることとする。 

４ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３の規定による変更の承認を行ったとき又は第４９条

の１４の規定による変更の届出があったときは、第１項の規定による記録を更新し、当該記録

を本省に報告しなければならない。 

５ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１５の規定による廃止の届出又は第４９条の１６の規定

による委託の解除を行ったときは、第１項の規定による記録を削除し、その旨を本省に報告し

なければならない。 

６ 本省は、前２項の規定による報告を受けたときは、第２項に規定するホームページに掲載し

た情報を更新又は削除することとする。 

 

（事業場の位置の変更の承認） 

第１４条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定により事業場の位置を変更

しようとするときは、本要領第５条各項の規定に準じて、変更の承認申請を行うものとする。 

２ 前項の規定により申請があったときは、運輸支局長は、本要領第６条第１項（２）、(３)及び

（４）の審査基準等に準じて審査を行い、要件を満たしていると認められる場合は承認するも

のとする。 

 

（氏名又は名称等の変更の届出） 

第１５条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定により変更の届出をすると

きは、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 
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２ 特定記録等事務代行者は、前項に定めるほか、本要領第５条第４項の規定により提出した連

絡先、メールアドレスその他の特定記録等事務の実施にあたり必要な事項に変更があった場合

は、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 

 

（委託業務廃止の届出） 

第１６条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務廃止の届出

をするときは、あらかじめ、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 

２ 特定記録等事務代行者は、前項の廃止をした場合、遅滞なく保管している検査標章を運輸支

局長に返納すること。 

 

（委託の解除等） 

第１７条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１６の規定によるほか、特定記録等事務代行者が

本要領の規定に違反したときは委託を解除することができる。 

２ 運輸支局長は、前項の解除を行った場合、当該解除を行った特定記録等事務代行者に対し、

遅滞なく保管している検査標章を返納させるものとする。 

 

第３章 特定変更記録事務 

 

（申請の単位） 

第１８条 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、特定変更記録事務の委託の申請につ

いて、事業場単位で行うものとする。 

 

（特定変更記録事務の委託の申請） 

第１９条 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、当該委託を受けようとする事務の範

囲を管轄する運輸支局長に申請するものとする。 

２ 前項の規定において、複数の運輸支局長に申請するときは、申請手続を行うにあたり利便性

の高い運輸支局長（以下「代表運輸支局長」という。）を指定した上で、複数の運輸支局長に同

時に申請するものとする。 

３ 既に運輸支局長から特定変更記録事務の委託を受けている場合において委託を受けていない

運輸支局長から委託を受けようとするとき又は法第７４条の５第１項に基づき特定記録等事務

の委託を受けている場合において特定変更記録事務の委託を受けようとするときは、本要領第

８条又は第２２条の規定により既に付与されている委託番号を申請書に記載するものとする。 

４ 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、申請書に連絡先、メールアドレスその他の

特定変更記録事務の実施にあたり必要な事項を記載して提出するものとする。 

 

（委託に当たっての審査基準等） 

第２０条 運輸支局長は、特定変更記録事務の委託に関する申請があった場合において、施行規

則第４９条の２１の要件として、以下の（１）から（５）に適合すると認められるときは、委託

するものとする。ただし、複数の運輸支局長へ同時に申請があった場合は前条第２項に規定す

第二章　検査業務関係

- 93 -



6 

 

る代表運輸支局長が審査し、他の運輸支局長は次項の規定により代表運輸支局長から通知を受

けてから審査するものとする。 

（１）特定変更記録事務を実施するのに必要かつ適切な能力を有する者として、行政書士の資

格を有する者又は行政書士法人であること。 

（２）特定変更記録事務を実施するのに必要かつ適切な組織として、以下の業務を行う特定変

更記録事務責任者を選任し、当該事務を確実に実施できる体制を構築していること。 

ア 自動車検査証への記録の適切な実施の管理 

イ 法令及び委託に付した条件の遵守についての必要な監督 

ウ 問題が生じた場合等において運輸支局長と確実に連絡が取れる体制の構築及び適切な

措置を講ずる等の統括管理 

（３）特定変更記録事務を実施するのに必要な設備等として、以下を備えていること。 

ア 記録等事務代行アプリを使用することが可能なパソコン 

イ アに接続し、自動車検査証記録事項を印刷するための機器 

ウ アに接続し、自動車検査証に搭載される IC タグをかざすことにより読取及び書換が

可能な機器 

エ インターネット接続環境 

オ 記録等事務代行アプリの使用にあたって個人を認証するもの 

（４）特定変更記録事務を実施するにあたって、必要なセキュリティ対策が講じられているこ

と。 

（５）施行規則第４９条の２１第３号に掲げる者に該当しないこと。 

２ 前条第２項の規定により、申請者が複数の運輸支局長に対して委託の申請をした場合におい

て、代表運輸支局長は、前項に定める要件をすべて満たしていると認めたときは、その旨を申

請があった他のすべての運輸支局長に通知しなければならない。 

 

（委託に係る事務の範囲） 

第２１条 運輸支局長は、特定変更記録事務代行者に対し、施行規則第４９条の２０に掲げる事

務を委託してはならない。 

 

（委託書） 

第２２条 運輸支局長は、特定変更記録事務の委託をしたときは、当該特定変更記録事務代行者

に対して固有の委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書を交付するものとする。ただし、

既に当該特定変更記録事務代行者が本要領第６条の規定により特定記録等事務の委託を受けて

いるとき又は本要領第２０条の規定により他の運輸支局長から特定変更記録事務の委託を受け

ているときは、新たに委託番号を付与せず、先に委託を受けた際に付与された委託番号を委託

書に記載するものとする。 

 

（通知の方法） 

第２３条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１８の規定に基づき特定変更記録事務代行者に通

知を行うときは、記録等事務代行アプリを通じて通知することとする。 
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 （特定変更記録事務代行者が講じる措置） 

第２４条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の１８の規定による通知を受けたとき

は、通知を受けた自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を記録等事務代行アプリを

使用することにより自動車検査証に記録し返付しなければならない。 

 

（特定変更記録事務代行者に関する記録及びインターネットへの公開等）  

第２５条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１９第１項の規定により特定変更記録事務代行者

に関する記録を作成したときは、当該記録を本省に報告しなければならない。 

２ 本省は、施行規則第４９条の１９第２項の規定により特定変更記録事務代行者の名称及び住

所等を、本省が管理するホームページに掲載することとする。 

３ 運輸支局長は、各運輸支局ホームページにリンクを設置するなど前項に規定するホームペー

ジを閲覧することができる状態にすることとする。 

４ 運輸支局長は、施行規則第４９条の２６の規定による変更の承認を行ったとき又は第４９条

の２７の規定による変更の届出があったときは、第１項の規定による記録を更新し、当該記録

を本省に報告しなければならない。 

５ 運輸支局長は、施行規則第４９条の２８の規定による廃止の届出又は第４９条の２９の規定

による委託の解除を行ったときは、第１項の規定による記録を削除し、その旨を本省に報告し

なければならない。 

６ 本省は、前２項の規定による報告を受けたときは、第２項に規定するホームページに掲載し

た情報を更新又は削除することとする。 

 

（事業場の位置の変更の承認） 

第２６条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２６の規定により事業場の位置を変

更しようとするときは、本要領第１９条各項の規定に準じて、変更の承認申請を行うものとす

る。 

２ 前項の規定により申請があったときは、運輸支局長は本要領第２０条第１項（２）、（３）及

び（４）の審査基準等に準じて審査を行い、要件を満たしていると認められる場合は承認する

ものとする。 

 

（氏名又は名称等の変更の届出） 

第２７条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２７の規定により変更の届出をする

ときは、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 

２ 特定変更記録事務代行者は、前項に定めるほか、本要領第１９条第４項の規定により提出し

た連絡先、メールアドレスその他の特定変更記録事務の実施にあたり必要な事項に変更があっ

た場合は、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 

 

（委託業務廃止の届出） 

第２８条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２８の規定による委託業務廃止の届

出をするときは、あらかじめ、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 
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（委託の解除等） 

第２９条 運輸支局長は、施行規則第４９条の２９の規定によるほか、特定変更記録事務代行者

が本要領の規定に違反したときは委託を解除することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は令和４年５月２３日から施行する。 
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令和４年５月２０日 
国自整第５２号の３ 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 
国土交通省自動車局整備課長 

 
特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 
 
 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為として本年

５月２３日より可能となる委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年

５月２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定

記録等事務」について別添のとおり運用することとしましたので、傘下会員に周知をお願い致し

ます。 
なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 
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特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用 

 
 
局長通達第５条 

・ 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は最寄りの運輸支局長に、別

記様式１の申請様式により申請するものとする。 
なお、自動車検査登録事務所に申請書が到達した場合は、当該自動車検査登録事務所を管

轄する運輸支局長あてに当該書面を送付するものとする。 
・ 申請様式には運輸支局長からの各種通知を受けるためのメールアドレス、本申請に係る担

当者の氏名及び連絡先電話番号を記載するものとする。 
・ 委託書の交付は、申請を受理した日から概ね３０日程度で行うものとする。 

 
局長通達第６条 

・ （１）のアからウのいずれかに該当する者であることの確認方法については以下のとおり

とする。 
（アについて） 

行政書士の資格の確認については、行政書士証票の写しの添付をもって行うものとす

る。また、行政書士法人の確認にあたっては、登記事項証明書の写し又は定款の写しの添

付をもって行うものとする。 
（イについて） 

    定款の写しの添付をもって確認するものとする。 
  （ウについて） 
    申請書に記載された指定整備工場コードを指定自動車整備事業者台帳により確認するも

のとする。 
・ （２）の要件を満たしていることの確認については、別記様式１に添付される添付資料１

により行うものとする。 
なお、「特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な組織」の具体的な要件は、特定

記録等事務を行うために必要な法令や通達、委託条件を理解したうえでアからエの業務を

行うとともに、当該事務にあたる者への周知や指導を実施できる者を特定記録等事務責任

者として選任し、適切かつ確実に当該業務にあたることができる体制を整えているもので

あることに留意するものとする。 
・ （３）及び（４）の要件を満たしていることの確認については、別記様式１に添付される

添付資料１により行うものとする。 
・ （５）の確認については、別記様式１に添付される添付資料２により行うものとする。 

 
局長通達第８条 

・ 運輸支局長は、特定記録等事務の委託をしたときは、当該特定記録等事務代行者に対して

あらかじめ本省から割り当てられた委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書（別記様
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式２）を交付するものとする。 
・ 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする申請と検査対象軽自動車に係る

特定記録等事務の委託を受けようとする申請が同時に行われた場合は、運輸支局長は委託を

する際に記載する委託番号を速やかに軽自動車検査協会に対して通知するものとする。 
・ 委託書の発行は運輸支局長、軽自動車検査協会がそれぞれ行うものとする。 
 

 
局長通達第１１条 

・ 特定記録等事務代行者は、検査標章配付申請書兼受領書（別記様式３）に申請年月日、申

請者名、配付希望枚数等の必要事項を記入し、委託を受けた運輸支局長に提出しなければな

らない。その際、委託書の写し及び検査標章授受出納簿（事業者用）の写し（初回申請時を

除く）を提示するものとする。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受

けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を管轄する運輸支局長に提出し

なければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、検査標章を受領した場合は、検査標章配付申請書兼受領書（別

記様式）の受領者氏名欄に記名しなければならない。特定記録等事務責任者は、受領した検

査標章の数量等を確認し、検査標章授受出納簿（事業者用）（別記様式４）に必要事項を記入

したうえで、事業場において紛失、盗難等がないように厳重に保管しなければならない。 
・ 運輸支局長は、検査標章を特定記録等事務代行者に配付する際は、次に掲げる確認等を行

うこととする。 
一 特定記録等事務代行者から提出された検査標章配付申請書兼受領書に記載の不備等が

ないか確認すること。 
二 希望枚数算出根拠が適切であるかを確認し、希望枚数を配付すること。希望枚数算出根

拠が不適切であることが判明したときは、配付しないものとする。この場合において、希

望枚数が当該事業場の前年度同時期における３ヶ月間の継続検査業務量に１．１を乗じた

値（１００未満切り上げ）を超える場合（直近３ヶ月の間に複数回申請があった場合は、

その配付枚数を含めて判断するものとする。）は、希望枚数算出根拠が不適切であるものと

して補正を求めるものとする。なお、前年度の実績が無い場合や事業規模の変更等により、

業務量の変化が見込まれる場合等は、使用予測枚数及びその理由を記載させるものとする。

検査標章を配付する枚数は、在庫状況や申請者の残枚数を考慮し、調整することができる。 
三 検査標章授受出納簿（運輸支局用）（別記様式５）に必要事項を記入すること。 

・ 運輸支局長は、自動車検査登録事務所において検査標章を特定記録等事務代行者に配付す

ることを妨げないものとする。この場合、配付の申請を行う特定記録等事務代行者は、検査

標章配付申請書兼受領書を施行規則第４９条の４第１項第１号の申請を行う自動車検査登録

事務所１か所に提出しなければならない。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務の

み委託を受けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を管轄する自動車検

査登録事務所に提出しなければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、検査標章を紛失したときは、直ちに、その年月日、枚数及び理

由その他必要事項を検査標章紛失届出書（別記様式６）に記入し、特定記録等事務の委託を
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受けた運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、検査対象軽自動車に係る

特定記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者にあっては、軽自動車検査協会

に届け出なければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、き損した検査標章を検査標章授受出納簿（事業者用）とともに

保存し、印刷前の検査標章で不良のものがあった場合は運輸支局長に返納しなければならな

い。 
・ 運輸支局長は、提出があった検査標章配付申請書兼受領書を提出された日の属する年度の

翌年度の末日まで保存しなければならない。 
・ 運輸支局長は、返納された検査標章を確認し、同様の不良の形態が頻発している場合は本

省に報告することとする。なお、本省に報告する必要がないと判断した検査標章については、

運輸支局において適切に廃棄するものとする。 
 
局長通達第１２条 
・ 運輸支局長は、「自動車検査業務実施要領について（依命通達）（昭和３６年１１月２５日

付け自車第８８０号）」別添「自動車検査業務実施要領」６－１に規定されている検査標章授

受出納簿以外に特定記録等事務代行者に係る検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作成し、

検査標章の出納状況を明確に記録しておかなければならない。 
・ 運輸支局長は、自動車検査登録事務所に対し、前項に規定する方法により記録させ、検査

標章納入予定月の前月１０日までに出納状況を報告させるものとする。 
・ 運輸支局長は、返納された検査標章の枚数を検査標章授受出納簿（運輸支局用）に記入す

ること。 
・ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者に、検査標章授受出納簿（事業者用）を作成させ、検

査標章の出納状況を明らかにさせることとし、作成に当たっては、受入れ、交付、き損、紛失

等出納事由を明らかにさせるものとする。 
・ 特定記録等事務代行者は、作成した検査標章授受出納簿（事業者用）を記録した日の属する

年度の翌々年度の末日まで保存しなければならない。 
 
局長通達第１３条 

・ 運輸支局長は、令和４年１２月２日までに委託した特定記録等事務代行者に係る施行規則

第４９条の５第２項の各号に定める事項の他、委託番号、電話番号を別記様式７の報告様式

に記載のうえ令和４年１２月９日までに本省に報告するものとする。 
   また、令和４年１２月３日以降、書面による申請により委託した特定記録等事務代行者に

ついては、令和５年１月３１日までに別記様式７により報告するものとする。 
・ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３及び第４９条の１４に規定する変更があった場合

は、当該変更後の内容を報告様式に記載し、令和４年１２月９日又は令和５年１月３１日の

うち先に到来する日までに本省に報告するものとする。 
・ 令和４年１２月９日までに本省に報告があったものについては、本省は令和５年１月４日

から記録等事務代行アプリを使用できるように所要の作業を行う。また、令和５年１月３１

日までに本省に報告があったものについては、令和５年２月２０日から記録等事務代行アプ
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リを使用できるように本省において所要の作業を行う。 
 
局長通達第１４条 

・ 特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、概ね３０日前までに

別記様式８により申請を行うものとする。 
・ 運輸支局長は、変更申請があったときは、局長通達第４条及び第５条の運用に準じて処理

を行うものとし、承認後は特定記録等事務代行者に対し変更承認書（別記様式９）を交付す

るものとする。 
 
局長通達第１５条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変更をしようとするとき

は、概ね７日前までに別記様式８により届出を行うものとする。 
 
局長通達第１６条 

・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務の廃止をしよう

とするときは、概ね７日前までに別記様式１０により届出を行うものとする。 
 

 
 
準備行為期間後の本通達の取扱いについて 

・ 令和５年１月からはオンラインでの申請等が可能となるため、別途オンライン申請に係る

局長通達の運用についての通達を発出予定であるが、一部令和５年１月時点においてオンラ

イン化していない手続きについては当分の間本通達によることとする。 
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回答

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

車両総重量が８トン未満の自動車運送事業の用に供する自動車の使用
者は、６月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点
検しなければならない。

整　備　事　業　関　係

　次の各々に掲げる事項について、適切なものには「○」を、適切でないものには「×」とし
て考えてみて下さい。

設　　　問

自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、請求により、特定整
備記録簿の写しを当該自動車の使用者に交付しなければならない。

新規検査の際、自動車に指定部品が簡易な取付方法により装着されて
おり、当該自動車の高さが登録識別情報等通知書に記載された高さと
比較して３ｃｍ高くなっていたが、当該指定部品が装着された状態で自動
車検査員は保安基準適合証に保安基準に適合する旨の証明を行った。

自動車検査員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公
務に従事する職員とみなす。

電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業者の電子制御点検整備
作業場は、屋内作業場（車両整備作業場及び点検作業場に限る。）と兼
用することができる。

乗用車の継続検査において、他の認証工場によって点検整備が行われ
たことが特定整備記録簿によって確認できたので、完成検査のみを実施
して保安基準適合証を交付した。

貨物の運送の用に供する普通自動車で、最大積載量が１トンであり、か
つ、当該自動車に係る登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に「バ
ン」と記載されているものは、有効な保安基準適合証の提出をもって、道
路運送車両法第7条に規定する国土交通大臣に対する自動車の提示を
省略することができる。

自動車検査員は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事しては
ならないが、点検と併せて行うことが合理的である油脂液類の補充及び
交換の作業は実施しても差し支えない。

指定整備記録簿の検査機器等による制動力欄（前軸・軸重欄）について
は、軸重を計測することが困難な場合、当該自動車検査証に記載されて
いる軸重（前２軸車については、前前軸）に５５ｋｇを加えた値を記載する
こと。

指定整備記録簿は、自動車検査証の有効期限が１年の自動車にあって
は、その記載の日から１年間、自動車検査証の有効期限が２年の自動
車にあっては、その記載の日から２年間保存すればよい。
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解答

1 ×

2 ×

3 ×

4 〇

5 〇

6 ×

7 ×

8 ×

9 〇

10 ×

登録識別情報等通知書に記載された構造等に関する事項と同
一でなければ、保安基準に適合する旨の証明をしてはいけませ
ん。

【道路運送車両法第９４条の５第５項】

整　備　事　業　関　係

設問に対する解説
請求の有無に関わらず、使用者に交付しなければなりません。

【道路運送車両法第91条第２項】

この場合、小型自動車であれば提示を省略することができま
す。

【道路運送車両法第７条第３項第３号、道路運送車両法施行規
則第２条の３】

交換作業は認められません。

【自動車整備事業の取扱い及び指導要領について別紙３の２の
２（５）】

下記「検査機器等による検査」欄の記載例のとおりです。

【指定整備記録簿の記載要領について】

自動車検査証の有効期限に関わらず２年間保存しなければなり
ません。

【道路運送車両法第９４条の６第２項】

３月ごとに点検しなければなりません。

【道路運送車両法第４８条第１項第１号】

その他道路運送車両法第９４条の５第１項及び第９４条の５の２
第１項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及
び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車
整備事業者並びにその役員及び職員についても同様です。

【道路運送車両法第９４条の７】

下記条文のとおりです。

【道路運送車両法施行規則第第５７条第１項第１号ロ】

当該指定自動車整備事業者が点検しなければなりません。

【道路運送車両法第９４条の５第１項】
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回答

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

専ら乗用の用に供する普通自動車の運転車席の側面ガラスに着色フィ
ルムが貼られていたため、可視光線透過率を測定したところ、７０％だっ
たので保安基準適合と判断した。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

検　査　業　務　関　係

　次の各々に掲げる事項について、適切なものには「○」を、適切でないものには「×」とし
て考えてみて下さい。

設　　　問

最低地上高を測定する場合、測定する自動車は審査時車両状態とす
る。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

普通乗用自動車（乗車定員９人）の運転車席の座席ベルトについて、座
席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転車席の運転者に警報
する装置が警報を発しなかったので、保安基準不適合と判断した。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

速度計の表示がｍｉｌｅ／ｈしかなかったので、保安基準不適合と判断し
た。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

軽油を燃料とする自動車の光吸収係数の測定について、１回目の測定
値は閾値を超えていたが、２回目の測定値は閾値以下であったので、２
回目の測定値を当該自動車の排出ガスの光吸収係数として保安基準適
合と判断した。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

小型貨物自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛
直面と車軸中心を通りそれぞれ前方３０°及び後方５０°に交わる２平
面によりはさまれる走行装置の回転部分（タイヤ、ホイール・ステップ、ホ
イール・キャップ等）が当該部分の直上の車体（フェンダ等）より車両の外
側方向に９ｍｍ突出していたが、保安基準適合と判断した。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

小型乗用自動車に備える制動灯の取付け高さを測定したところ、その照
明部の下縁の高さが地上２５０ｍｍであったので保安基準適合と判断し
た。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

普通乗用自動車に備える前部霧灯の個数について、４個備えられてい
たが、同時に３個以上点灯しないように取付けられていたので保安基準
適合と判断した。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）

平成１９年に製作された普通乗用自動車（最高速度４０ｋｍ／ｈ以上）の
速度計の指度について、当該自動車の速度計が４０ｋｍ／ｈを指示した
時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて測定した速度が４４ｋ
ｍ／ｈであったので保安基準適合と判断した。

専ら砂利、土砂の運搬に用いる普通貨物自動車の荷台（傾斜するもの
に限る。）であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積（０．１
㎥未満は切り捨てるものとする。）で除した数値が１．３ｔ／㎥であったの
で保安基準不適合と判断した。
（自動車の製作年月日は令和４年１月１日とする。）
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解答

1 ×

2 〇

3 〇

4 〇

5 〇

6 ×

7 ×

8 〇

9 ×

10 ○

下記のとおり備えなければなりません。

【審査事務規程８－４５－１】

検　査　業　務　関　係

設問に対する解説
測定する自動車は空車状態でなければなりません。

【審査事務規程７－３－１②ア（ア）】

この場合、照明部の下縁の高さは地上３５０ｍｍ以上でなけれ
ばなりません。

【審査事務規程８－８８－３（１）②】

前部霧灯は、同時に 3 個以上点灯しないように取付けられてい
なければなりません。

【審査事務規程８－７０－３（１）①】

３１．０ｋｍ／h 以上 ４２．５ｋｍ／h 以下の範囲でなければなりま
せん。

【審査事務規程９－１３（１）】
普通自動車にあっては １．５ｔ／ｍ3未満のものは基準に適合し
ません。

【審査事務規程７－５２－１（１）②】

可視光線透過率は７０％以上であることが確保できるものでな
ければなりません。

【審査事務規程８－５５－１－１（１）⑫】

速度がｋｍ／ｈで表示されないものは基準に適合しません。

【審査事務規程８－１１０－２－２（１）①】

２回目の測定値が閾値以下である場合には、当該測定値を当
該自動車の排出ガスの光吸収係数とします。ただし、１回目及
び２回目とも閾値を超えた場合には、再度測定を行い、これら３
回の測定値を平均した値とします。

【審査事務規程別添１１　４．４．（３）】

小型貨物自動車は突出してはいけません。

【審査事務規程８－２８－１（３）①】
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自動車技術総合機構からのお知らせ 
～秩序維持のための遵守事項について～ 

 

 

自動車機構の敷地等において、秩序を維持する観点から、受検者等の方は次の

事項を遵守してください。 

遵守しない場合は、必要に応じて、公務執行妨害行為や不退去罪等として警察

へ通報するなどの、厳正な措置を行います。 

① 検査担当者等に対し、暴力、暴言、脅迫、威迫、不当な要求等の行為をしないこと。 
② 検査担当者等に対し、合格、説明及び検査の強要をしないこと。 
③ 検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 
④ 敷地等において、座り込み、立ちふさがり又は自動車並びに物品の放置その他の迷惑

行為をしないこと。 
⑤ 受検車両の運転者（1 名に限る。）以外の者は、検査担当者等の許可なく検査コース

に立ち入らないこと。 
⑥ 敷地等において、検査担当者等の許可なく自動車を 4km/h を超える速度で運行しな

いこと。また、急発進や急停止をしないこと。 
⑦ 検査担当者等の許可なく敷地等において、指示された経路以外で自動車を運行しな

いこと。 
⑧ 検査担当者等の許可なく受検車両以外の自動車を検査コースに入場させないこと。 
⑨ 敷地等において、自動車の整備等をしないこと。 
⑩ 検査担当者の許可なく検査機器、検査設備等を使用しないこと。 
⑪ 凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。）、旗、のぼり、プ

ラカード類を敷地等に持ち込まないこと。 
⑫ 検査担当者の許可なく、拡声器等の放送設備を使用し、騒音を発しないこと。 
⑬ 現車審査中の検査担当者又は事前書面審査の窓口担当者に対して、検査担当者

等の許可なく、自身が現に受検又は届出している車両に関すること以外の内容につい
て話しかけないこと。 

⑭ 相談等について、検査担当者等から場所や日時などを指定された場合にはその指示
に従うこと。 

⑮ 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。 
⑯ 検査担当者の許可なく審査中又は敷地等に所在している間は、携帯電話及び受検

車両の検査に関係ない電子機器類は操作及び使用しないこと。 
⑰ 審査中又は敷地等に所在している間は、喫煙しないこと。 
⑱ 検査担当者の許可なく敷地等の撮影、録画又は録音をしないこと。 
⑲ 検査担当者等が審査業務を的確で厳正かつ公正に実施するために必要な事項につ

いて指示をした場合は従うこと。 
⑳ その他審査業務上又は敷地等の管理上の支障となる行為をしないこと。 

第四章　独立行政法人自動車技術総合機構関係

- 112 -



自動車技術総合機構からのお知らせ 
～検査実施のための遵守事項について～ 

 

自動車機構の敷地等において、的確で厳正かつ公正な検査を実施する観点から、

受検者等の方は次の事項の遵守をお願いします。 

遵守しない場合は、審査を中断します。また、必要に応じて、警察へ通報するなど

の厳正な措置を行うことがあります。 
① 受検車両については次に掲げる状態とすること。 

ア 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態 
イ 汚れ等の付着がなく、車台番号及び原動機の型式の打刻等が確認できる状態 
ウ 排気管にプローブが挿入できる状態 
エ 荷台等に物品等が積載されていない状態 
オ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等が確認できる状態 
カ 窓ガラスが取外されていない状態 
キ 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップを取外した状態 
ク 灯火器等に装着されているカバー等を取外した状態 
ケ 走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態 
コ エンジンルーム内の審査を行う際には、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け又はキャビンを上げて支持棒等により

保持した状態 
サ 窓ガラスの審査を行う際には、窓ガラスを閉じた状態 
シ 寸法及び重量を計測する場合にあっては、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外した空車状態 
ス 脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態 
セ 軽油を燃料とする自動車にあっては、アクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改造等により当該原動機の最

高回転数を一時的に低下させていない状態 
ソ 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって積載物の飛散を防止するための装置を装着している場合には、次に掲

げる状態（審査事務規程 7-6-1(1)④に定める安定性の審査を除く。） 
（ｱ） 積載物の飛散を防止するための装置を固定するための金具等を備えている場合には、固定させた状態 
（ｲ） 積載物の飛散を防止するための装置が電力によって作動し、かつ、任意の位置で停止させることができる場合に

は、垂直位置又は垂直位置より荷台内側へ傾斜している位置で停止させた状態 
（ｳ） （ｱ）又は（ｲ）に該当しない積載物の飛散を防止するための装置にあっては、荷台内側方向に格納させた状態 

② 受検車両の検査コース又は審査場所について、検査担当者からの指示があった場合にはその指示に従うこと。 
③ 受検中は自動車検査票を保持すること。 
④ 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。また、指示がある場合以

外はこれら装置を作動させないこと。 
⑤ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリッド自動車、アイドリン

グストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状態の維持を含む。）を行うこと。 
⑥ 排気管に一酸化炭素・炭化水素測定器のプローブを入れたまま、原動機の始動又は原動機回転数の上昇を行わないこ

と。 
⑦ 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 
⑧ 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 
⑨ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタ等への乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行

うこと。 
⑩ 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 
⑪ 検査コースでの審査が終了又は中断したときは、個別の審査結果にかかわらず、その都度、総合判定室に立ち寄ること。ま

た、総合判定を受けたあとは自動車検査票を運輸支局等の窓口に提出すること。 
⑫ 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。 
⑬ 3 次元測定・画像取得装置を使用して画像の撮影及び諸元測定を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐた

め受検車両の近傍に近寄らないこと。 
⑭ 検査担当者からの指示により、牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 
⑮ ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の場合、排気ガス検査の際には、整備モードへの移行等によりアイド

リング状態を維持すること。 
⑯ トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等の装置を装着している場合、検査コースに進入する

前に当該装置の作動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除すること。 
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1

＜
O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
の
全
体
構
成
＞

O B D 検 査 用 サ ー バ ー

検
査
場
（
普
通
車
・
軽
）

操
作
用
タ
ブ
レ
ッ
ト

制
御
用
P
C

O
B
D
読
取
り
用
V
C
I

実
績
分
析

シ
ス
テ
ム

運
用
管
理

シ
ス
テ
ム

検
査
場
内
無
線
L
A
N

検
査
場
サ
ー
バ
ー

専
用
シ
ス
テ
ム
（
普
通
車
用
・軽

自
動
車
用
）

・
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
（
表
示
部
）

※
出
張
検
査
場
で
の
検
査

に
も
対
応
可
能
な
構
成
を

検
討
中

・
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
（
処
理
部
）

専 用 回 線 （ Ｖ Ｐ Ｎ ）

整
備
工
場

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

無
線
L
A
N

・
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

無
線
通
信

有
線
通
信

イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線

１
．
O
B
D
検
査
の
概
要
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V
C
I※

（
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
）

O
B
D
検
査
用
端
末

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

U
S
B

V
C
I

ド
ラ
イ
バ

通
信
制
御

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア

O
B
D
検
査
用
サ
ー
バ

ク
ラ
ウ
ド
環
境

モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
等

事
業
者

登
録
機
能

合
否
判
定

機
能

特
定
D
T
C

照
会
ア
プ
リ

W
E
B

ブ
ラ
ウ
ザ

登
録
業
務
用
端
末

W
E
B

ブ
ラ
ウ
ザ

２
．
O
B
D
検
査
の
シ
ス
テ
ム
構
成

2

事
業

場
ID

申
請

、
利

用
者

登
録

・管
理

※
 P

C
（
端

末
）は

登
録

業
務

用
と

O
B

D
検

査
用

の
端

末
を

兼
用

す
る

こ
と

が
可

能

O
B

D
検

査

※
パ
ソ
コ
ン
と
車
両
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
装
置
。
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
一
部
。
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B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
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ル

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1

Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4

マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン

O
B
D

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

O
B
D
情
報
管
理
業
務

プ
レ
テ
ス
ト

O
B
D
検
査

シ
ス
テ
ム

O
B
D
検
査

用
サ
ー
バ

ス
キ
ャ
ン

ツ
ー
ル

特
定
D
T
C

照
会
ア
プ
リ

検
査
体
制

検
査
場

整
備
工
場

運
用
管
理

体
制

運
用
管
理

セ
ン
タ
ー

コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

プ
レ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

審
査
用
技
術
情
報
の
管
理

開
発

運
用
・
保
守

プ
レ
運
用
準
備

(配
備
含
む
)

プ
レ
運
用
準
備

(配
布
含
む
)

研
修

研
修
準
備

周
知

特
定
D
T
C
情
報
管
理
業
務
開
始
手
数
料
徴
収
開
始
・

運
用
管
理
セ
ン
タ
ー
の
運
用
開
始
（
2
0
2
1
/1
0
)

▼

O
B
D
検
査
プ
レ
運
用
開
始

(2
0
2
3
/1
0
)

▼

合
否
判
定
開
始
(国

産
車
)

(2
0
2
4
/1
0
)

▼

合
否
判
定
開
始
(輸

入
車
)

(2
0
2
5
/1
0
)

▼

運
用
・
保
守

【
凡
例
】

：
O
B
D
検
査
に
向
け
た
準
備
業
務

：
O
B
D
検
査
の
運
用
に
か
か
る
業
務

問
い
合
わ
せ
対
応
（
電
話
・
メ
ー
ル
、
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
）

運
用

シ
ス
テ
ム
リ
リ
ー
ス

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
運
用
開
始

（
2
0
2
3
/0
4
)

▼

１
R
開
発

登
録

ﾌ
ﾟ
ﾚ
ﾃ
ｽ
ﾄ
結
果
と
り
ま
と
め

①
令

和
４

年
９

月
～

Ｏ
Ｂ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
登

録
の

周
知

②
令

和
５

年
４

月
～

Ｏ
Ｂ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
登

録
の

開
始

プ
レ
運
用

本
格
運
用

④
令

和
６

年
1
0
月

～
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

本
格

運
用

③
令

和
５

年
1
0
月

～
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

プ
レ

運
用

3
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O
B
D

検
査

に
必

要
な

機
器

等
の

準
備


令

和
３

年
10

月
、

「
指

定
自

動
車

整
備

事
業

規
則

」
等

が
改

正
さ

れ
、

指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

等
に

、
新

た
に

電
子

的
な

検
査

を
行

う
た

め
の

機
器

（
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
）を

備
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

が
義

務
化

さ
れ

ま
し

た
。


ま

た
、

同
月

に
「
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
に

係
る

国
土

交
通

大
臣

の
定

め
る

技
術

上
の

基
準

」
が

改
正

さ
れ

、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

者
等

に
て

備
え

る
べ

き
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
の

技
術

基
準

を
定

め
ら

れ
ま

し
た

。


令

和
４

年
６

月
、

「
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
の

基
準

適
合

性
試

験
要

領
（
通

達
）
」
が

改
正

さ
れ

、
当

該
通

達
に

基
づ

い
て

認
定

を
受

け
た

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

が
、

O
B

D
検

査
に

使
用

で
き

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

ま
し

た
。


今

後
、

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
メ

ー
カ

ー
か

ら
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

の
開

発
や

基
準

適
合

性
の

要
件

確
認

が
行

わ
れ

、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
と

し
て

認
定

さ
れ

る
予

定
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

【
参

考
】
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
の

準
備

状
況

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

Ｐ
Ｃ

・
タ

ブ
レ

ッ
ト

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
環

境

※
W
in
d
o
w
s1
0

4

必
要

に
応

じ
て

▲
Q
R
コ

ー
ド

リ
ー

ダ
ー

▲
IC

タ
グ

リ
ー

ダ
ー

※
特

定
D
TC

照
会

ア
プ

リ【
Ｏ

Ｂ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

登
録

の
開

始
（
令

和
５

年
４

月
～

）
】

３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

※
車

検
証

読
取

用
。

手
入

力
も

可
。
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事
業
場
の
認
証
・
指
定
（
国
へ
の
申
請
）

事
業
場
ID
申
請
（
自
動
車
機
構
へ
の
申
請
）

利
用
者
（
工
員
・
検
査
員
等
）
登
録
・
管
理

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
イ
ン
ス
ト
ー
ル

事
前

準
備

（令
和

５
年

４
月

～
）

受
入
点
検

整
備

完
成
検
査

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

で
O

B
D

検
査

・
確

認
を

実
施

す
る

た
め

に
は

、
国

に
よ

る
認

証
を

受
け

て
い

る
事

業
場

で
あ

る
こ

と
を

前
提

に
、

事
前

準
備

と
し

て
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

の
利

用
の

た
め

に
認

証
番

号
（
指

定
事

業
者

の
場

合
は

指
定

番
号

）
等

を
入

力
し

て
利

用
申

請
し

た
う

え
で

、
O

B
D

検
査

に
用

い
る

ア
プ

リ
（特

定
D

T
C

照
会

ア
プ

リ
）を

使
用

す
る

工
員

や
検

査
員

の
登

録
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

【
Ｏ

Ｂ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

登
録

の
開

始
（
令

和
５

年
４

月
～

）
】

5

検
査

開
始

（令
和

６
年

10
月

～
）

プ
レ
運
用
（
令
和
５
年
1
0
月
～
６
年
９
月
）

３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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○
指

定
・認

証
工

場
は

、
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
た

め
に

、
令

和
５

年
４

月
以

降
に

、
専

用
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

か
ら

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
等

を
登

録
し

て
事

業
場

ID
登

録
の

申
請

受
付

を
開

始
し

ま
す

。

❶
申

請
受

付
メ

ー
ル

【
①

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
か

ら
事

業
場

ＩＤ
の

申
請

】

❷
申

請
完

了
メ

ー
ル

（初
回

ロ
グ

イ
ン

Ｕ
Ｒ

Ｌ
）

❸
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
証

明
書

の
招

待
コ

ー
ド

【
②

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

証
明

書
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

用
ツ

ー
ル

を
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
】

【
③

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

証
明

書
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

】

【
④

Ｏ
Ｂ

Ｄ
検

査
シ

ス
テ

ム
へ

の
初

回
ロ

グ
イ

ン
】

指 定 ・ 認 証 工 場

OBD 検 査 シ ス テ ム 運 用 管 理 セ ン タ ー

【 シ ス テ ム の 初 回 ロ グ イ ン ま で の 流 れ （ 予 定 ） 】

6

【
Ｏ

Ｂ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

登
録

の
開

始
（
令

和
５

年
４

月
～

）
】

３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Ｏ
Ｂ

Ｄ
検

査
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

試
作

中
画

面
イ

メ
ー

ジ
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7

４
．
O
B
D
検
査
の
導
入
に
向
け
て

1.
令

和
５

年
４

月
か

ら
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

シ
ス

テ
ム

が
リ

リ
ー

ス
※

さ
れ

ま
す

。

2.
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

シ
ス

テ
ム

に
は

利
用

者
登

録
等

の
準

備
が

必
要

で
す

。

3.
利

用
者

登
録

は
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

か
ら

の
申

請
が

必
要

で
す

。

4.
令

和
５

年
10

月
（
予

定
）か

ら
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

の
プ

レ
運

用
が

可
能

で
す

。

5.
令

和
６

年
10

月
か

ら
O

B
D

検
査

の
本

格
運

用
が

開
始

さ
れ

ま
す

。

整
備

事
業

者
の

皆
さ

ま
に

ご
確

認
い

た
だ

き
た

い
点

以
上

、
ご

理
解

ご
協

力
の

程
、

よ
ろ

し
く
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

※
リ

リ
ー

ス
が

近
く
な

り
ま

し
た

ら
、

改
め

て
正

式
な

ご
案

内
を

い
た

し
ま

す
。
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1.協会の業務等 

 

（１）業務内容 

1．軽自動車の検査事務 

2．検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務 

3．検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務 

4．検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損額賠償責任共済 

の契約の締結の確認の事務 

5．前各号の業務に付帯する業務 

6．前各号に掲げるもののほか、軽自動車検査協会の目的を達成するために必要な業務 

 

（２）事務所所在地等 

事務所 〒 所在地 ＴＥＬ 

香川主管事務所 769-0103 
高松市国分寺町福家甲１２５８番地１８ 

（国分寺流通センター内） 
050-3816-3122 

徳島事務所 771-1156 徳島市応神町応神産業団地１番地３ 050-3816-3123 

愛媛事務所 791-1112 松山市南高井町１８１４番地の２ 050-3816-3124 

高知事務所 781-0270 高知市長浜３１０６番地２ 050-3816-3125 

 

（３）業務受付時間 

窓口 午前８時４５分から１１時４５分まで、午後１時から４時まで 

検査 午前９時から１２時まで、午後１時から４時まで 

（土・日・祝日、１２／２９～１／３は休業） 

 

（４）ユーザー車検予約システム（平成２７年１月３０日～） 

○パソコン（インターネット）、スマートフォン、 

第３世代以降の機種による携帯電話（WEB）での検査予約 

https://www.kei-reserve.jp/ 

 

○固定電話での検査予約（音声案内に従って検査の予約を行います。） 

香川主管事務所  050-3818-8669 

徳島事務所    050-3818-8670   

愛媛事務所    050-3818-8671 

高知事務所    050-3818-8672 

     

※ インターネット予約、電話予約とも初回予約時に利用者情報の登録（アカウント登録）が 

必要です。 
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Microsoft 社のInternet Explorer（IE）サポートが2022年6月16日に終了するにあたり、

以下の軽自動車検査業務にかかる各システムにおいて「Internet Explorer（IE）」を

ご利用いただけなくなります。

サポート終了にあたり、今後は以下の推奨ブラウザでのご利用をお願い申しあげます。

●軽自動車ＯＳＳ

　令和４年６月１０日（金）以降の対応ブラウザ

　・Microsoft Edge

　・Google Chrome

●軽自動車検査予約システム

　令和４年５月３１日（火）以降の対応ブラウザ

　・Microsoft Edge

　・Google Chrome

　・Mozilla Firefox　

●次回自動車重量税額照会サービス

　令和４年５月３１日（火）以降の対応ブラウザ

　・Microsoft Edge

　・Google Chrome

Internet Explorerサポート終了に伴うお知らせ

平素より、当協会の軽自動車検査業務にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます.
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平成29年1⽉19⽇

お 知 ら せ

●「検査時における⾞両状態」とは次に掲げる全ての要件を満たすものをいいます。

異常等が⽣じている⾃動⾞については修理後に検査することを
明確にするため、「検査時における⾞両状態」として以下の事項
を規定しました。
平成２９年２⽉以降、これに該当しない受検⾞両については検

査を⾏わないよう規定いたしましたので、確実に修理をした後に
受検していただきますようよろしくお願いいたします。

１．空⾞状態（積載物がない状態）の⾃動⾞に運転者１名が乗⾞した状態であるこ
と。

２．原動機の作動中において、運転者が運転者席に着席した状態で容易に識別でき
る位置に備える次に掲げるテルテールの識別表⽰が継続して点灯⼜は点滅してい
ない状態であること。

３．原動機の作動中において運転者席の運転者に警告するブザー類が継続して吹鳴
していない状態であること。

４．受検⾞両に装着しているタイヤは応急⽤スペアタイヤでないこと。

 

①前⽅エアバック
 

②側⽅エアバック
 

③ブレーキ
 

④ＡＢＳ
 

⑤原動機

（例） （例）（例）（例）（例）
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○ 受検者の禁止事項 

 

受検者の皆様へ 

自動車検査場においては、次の事項をお守りください。 

これら事項が守られていない場合は検査を中断し、受検者に対する退去や自動車の撤去を指示することがあります。 

なお、これに応じない場合には、コースの閉鎖や公務執行妨害行為等として警察への通報等厳正な措置をとりますのでご承知ください。 

 

①  暴力、暴言等を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為により検査担当者にその場での再検査、合格の判定及び説明等を強要しないこ

と。 

②  検査を受ける自動車の運転者（1 名に限る）以外の者は入場しないこと。 

③  検査コース内において、歩行速度以上の速度で通行しないこと。 

④  検査コース内において、整備等しないこと。 

⑤  検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 

⑥  座り込み、立ちふさがり又は自動車を放置しないこと。 

⑦  凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。）、旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。 

⑧  拡声器等の放送設備を使用し、騒音を撒き散らさないこと。 

⑨  その他検査業務上又は検査場管理上支障となる行為をしないこと。 

⑩  検査中及び検査コース等に所在している間は、喫煙しないこと。 

⑪  検査担当者の許可なく検査コース内の撮影、録画又は録音をしないこと。 

⑫  検査コース内において、携帯電話及び受検車両の検査に関係ない電子機器類は操作及び使用しないこと。 

⑬  現車検査中の検査担当者に対して、検査担当者の許可なく、自身が現に受検又は届出している車両に関すること以外の内容について話しか

けないこと。 

⑭  他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。 
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○受検時の指示事項 

 

受検者の皆様へ 

自動車検査場において検査を受ける場合には、次の事項をお守りください。 

これら事項が守られていない場合は検査担当者から検査時において、受検者に対し指示が行われます。 

なお、受検者がこれに従わなかった場合には、受検車両の検査を行わないことをご承知ください。 

 

「受検に際して必要な指示事項」 

① 持込検査中は軽自動車検査票を保持すること。 

② 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態とすること。 

③ 車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。 

④ 排気管はプローブが挿入できる状態とすること。 

⑤ 荷台等は物品等が積載された状態でないこと。 

⑥ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等は確認できる状態とすること。 

⑦ 窓ガラスは取外された状態でないこと。 

⑧ 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取外した状態とすること。 

⑨ エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け、又はキャビンを上げて、支持棒等により保持した状態とす

ること。 

⑩ 窓ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。 

⑪ 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。また、指示がある場合以外はこれら装置を作

動させないこと。 

⑫ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自

動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状態の維持を含む。）を行うこと。 

⑬ 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 

⑭ 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 

⑮ 検査機器の表示器による表示（音声案内を含む）又は検査担当者の指示に応じテスタ等への乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行う

こと。 

⑯ 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 

⑰ 検査が終了した場合には、軽自動車検査票に総合判定結果の記入を受け、所定の窓口に提出すること。 

⑱ 走行距離計は総走行距離を表示した状態とすること。 

⑲ 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。 

⑳ 画像取得装置を使用して画像の取得を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄らないこと。 

㉑ 検査担当者からの指示により牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 

㉒ ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の排気ガス検査の際には、整備モードへの移行等によりアイドリング状態を維持するこ

と。 

㉓ トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等については、コースに進入する前に当該装置の作動状態を確認するとと

もに、必要に応じその機能を解除すること。 

㉔ 寸法及び重量を計測する受検車両は、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外し、空車状態とすること。 
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○ 不適切な補修等 

 

次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適合しないものとする。 

(1)  第 4 章及び第 5 章の規定に基づく基準適合性検査にあたり、持込検査後の取外し及び一時的な取付け等を防止するため、自動車の装置又

は部品の取付け、取外し若しくは補修及び車体又は装置への表示について、次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置されたも

のであることが外観上確認された場合は、指定自動車等と同一の構造を有すると認められる場合を除き、保安基準に適合しないものとして取扱うも

のとする。 

① 装置又は部品の取付け 

ア 粘着テープ類（自動車用部品の取付けを目的として設計・製作されたものを除く。）、ロープ類又は針金類による取付け 

イ 挟込み又は差込みによる取付け等、工具を用いずに容易に取外すことのできる方法による取付け（指定自動車等において脱着を可能とし

ているもの及び貨物の積みおろしのために一時的な取外しを要するものを除く。） 

ウ 扉、窓ガラス等の開閉により脱落する又はそのおそれがある取付け 

エ 走行装置の回転部分附近の車体（フェンダー等）にベルト類、ホース類、粘着テープ類（自動車用部品の取付けを目的として設計・製作され、

当該目的のために貼付されたものを除く。）、紙類、布類、段ボール類、スポンジ類、発泡スチロールが取付けられているもの 

オ 灯火器（審査事務規程 7-65(8-65)から 7-95(8-95)に規定する灯火等のうち装備義務があるものに限る。）の配線（配線の周囲の保護部材

等を含む。）が、バンパ及び後写鏡等を含む自動車の外側表面上に確認できるもの（溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実に取付

けられていることが明らかな灯火器にあっては、当該灯火器を取付けるための必要最小限の配線部分を除く。） 

② 装置又は部品の取外し 

ア 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火（赤色以外のものを含む。）であって、当該灯火に係る電球、全ての配線及び灯火器本体（カバ

ー類、粘着テープ類その他の材料により覆われているものを含む。）が取外されていないもの 

イ 不点灯状態にある灯火（審査事務規程 7-65(8-65)から 7-95(8-95)に規定する灯火等（反射器を除く。）及びその他の灯火をいい、アの灯火

を除く。）であって、当該灯火に係る電球（光源）及び全ての配線が取外されていないもの 

③ 装置又は部品の補修 

ア 粘着テープ類（自動車用部品の補修を目的として設計・製作されたものを除く。）、ロープ類又は針金類による補修 

イ 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、スプレー等で着色されているもの 

ウ 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口部が延長又は変更されているもの 

エ 排気管又は消音器に空き缶、軍手、布類、金だわし等、騒音防止を目的として設計・製作されたもの以外の異物が詰められているもの 

オ 灯火器の照射方向の調整が、段ボール、木片等、照射方向の調整を目的として設計・製作されたもの以外の異物の挟込み、差込み又は

取付けによる方法その他工具を用いない方法で行われているもの 

カ 後写鏡に内蔵された灯火が、粘着テープ類その他の材料により覆われているもの 

④ 車体又は装置への表示 

ア 貼付けられた紙又は粘着テープ類（表示を目的として製作されたステッカーを除く。）に記入されているもの 

イ 表示された内容が容易に消えるもの 

ウ マグネット、吸盤等により取付けられており手で容易に取外すことができるもの（審査事務規程 7-35-1(8-35-1)(2)の表示を除く。） 

 

(2) 灯火器、審査事務規程 7-107(8-107)の鏡その他の装置等、保安基準に適合させるために取付けられた装置であって、指定自動車等と異なる

取付方法によると認められるものについては、当該装置、部品又は表示を手指で揺する、取付部が浮き上がらないかどうかめくろうとする等により

確認すること。 

当該確認の結果、取付部の一部が車体から離脱するもの、緩み又はがたがあるものは、保安基準に適合しないものとして取扱うものとする。 
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①エルボー点の位置又はすれ違い用前照灯の照明部
の中心より右方260mm及び右方440mmの鉛直線とカッ
トオフラインが交わる位置（新ロジック※の計測位置）が
当該照明部の中心を含む水平面より下方にあるもの。

（１）すれ違い用前照灯の計測において、必ず右側及び左側の両方を計測します。
（２）（１）による計測の結果、不適合と表示された場合、次の①又は②に該当するもの
に限り照射光線が他の交通を妨げないものとして、「計測困難な自動車」とみなして
走行用前照灯を計測することができるものとします。
（注：すれ違い用前照灯の全てが次に該当しない場合は、走行用前照灯の計測は行いません。）

②配光の最も明るい位置が照明部の中心を含

む水平面より下方にあるもの。（試験機が測定したカット
オフラインではエルボー点を判断できない場合。）

平成３０年２⽉９⽇

平成10年9月1日以降に製作された自動車は、平成27年9月1日より原則として

すれ違い用前照灯の計測を行っていますが、当面の対策として検査機器による計測

が困難な一部の自動車に対して走行用前照灯（ハイビーム）に切り替えて検査を実

施しています。

今般、すれ違い用前照灯による検査の全面施行に向けた前段階として、計測手法

及び「計測困難な軽自動車」を下記のとおりに変更することとします。

※対象自動車は、すれ違い用前照灯の適切な調整にご協力願います。

※新ロジックとは、対数方式を使用して明暗分岐点の上下位置のみを検出する手法。
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検査コースにおける
前照灯試験機を用いた検査フロー

あなたの は

すれ違い用前照灯
検査対象自動車 ですか？
※ 平成10年9月以降製作車

自動車排出ガス記号の識別表示
が２桁以降のもの

すれ違い用前照灯の計測
（必ず左右両方を計測）

※ すれ違い用試験機を使用

すれ違い用前照灯の照射光線が
他の交通を妨げていないものですか？

以下①・②のいずれかに該当する場合は、計
測困難な自動車とみなし、走行用前照灯の計
測へ進みます。

① エルボー点又は右方のカットオフラインがす
れ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平
面より下方にある

② すれ違い用前照灯の配光の最も明るい位置が
水平面より下方にある(試験機で測定し、
カットオフラインではエルボー点を判断で
きない場合)合 否

前照灯試験：適合 前照灯試験：不適合

NO

YES

合格
不合格

走行用前照灯の計測
※ 走行用試験機を使用

合 否

STARTSTARTSTART

合格 不合格

GOALGOALGOAL

調
整
後
の
再
入
場(

再
検
査)

妨
げ
て
い
る(

該
当
し
な
い)妨げていない(該当する)

※ 対象自動車は、すれ違い用前照灯の適切な
調整にご協力お願いします。

対象自動車 平成10年9月1日以降に製作された自動車
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検査の高度化機器の本格運用を行います。

ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、検査は通常と変わりません。

○運用時間

全ラウンド（９時００分～１６時００分）

○検査の受け方は変わるのか？

検査コース入り口でカメラによる車両番号標認識装置等により検査を実施します。
なお、検査の判定方法に変更はありません。

○検査の高度化機器とは？

検査結果を電子的に記録・保存するものです。これにより、以下のようなことができ
ます。

・車両不具合情報の収集・分析結果に基づく的確な検査の実施
・二次架装などの不正改造車を排除
・リコールにつながる車両不具合情報を抽出
・不正受検（検査票の改ざん、偽造等）を防止
・将来的には、検査結果をより詳細に情報提供

排ガス

排ガス
検査職員

第五章　軽自動車検査協会関係

- 134 -



•
• • •   

  

• •
E

/g

•
H

3
0

•

•
•

• •

• • • • •

第五章　軽自動車検査協会関係

- 135 -



 

   

お知らせ 
  

新 規 検 査 ・ 予 備 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検 査 の 際 に 

諸 元 測 定 し た 車 両 に つ い て は 、 写 真 撮 影 を 

行 い ま す の で 、 ご 協 力 お 願 い い た し ま す 。 
 

軽自動車検査協会 
  

 

○軽自動車検査協会検査事務規程（抜粋） 

    昭 和 4 8 年 9 月 2 6 日 

   協 会 規 程 第 1 6 号 

 

   最終改正 平成 29 年 3 月 28 日協会規程第 31 号 

 

２－２１－１ 画像の取得及び保存 

新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、提示された自動車（型式 

指定自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により検査証が返納された自動車であって、

当該自動車に係る構造等に関する事項が完成検査終了証又は返納証明書（交付を受け

ているものに限る。）に記載された構造等に関する事項と同一であるものを除く。）の

画像を画像取得装置を用いて、その取得及び保存を行うものとする。 

また、画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、受検者に 

対し検査できないため検査を中断する旨を口頭で通告する 

 

２－２１－２ 改造部位等の画像の取得 

（１）2-21-1 により取得した自動車の外観画像又は通知書の外観図等では改造部位 

等が不明な場合若しくは画像取得が困難な場合には、画像取得装置以外の汎用のデジ

タルカメラ（以下「デジタルカメラ」という。）により、当該自動車の当該部位を撮

影し、これを当該自動車の電子データとして画像取得装置により取得した画像と一緒

に保存する。 

（２）新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、審査事務規程 7-100

（8-100）に規定する鏡その他の装置を備えているもの（指定自動車等であって審査

事務規程 7-100（8-100）に規定する鏡その他の装置に変更がないものを除く。）は、

デジタルカメラにより、当該部位を撮影し、これを当該自動車の電子データとして画

像取得装置により取得した画像と一緒に保存する。 なお、画像を保存する際には、

当該自動車に備えている装置を撮影したものであることを十分に確認すること。  
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《軽自動車/車両番号標の取付け注意！》

※ナンバープレートを取り付ける際には、必ず、
　　　　　　　　　　　　　　現車の車台番号
　　　　　　　　　　　　　　自動車検査証の車台番号
　　　　　　　　　　　　　　車両番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  が同一であるかを確認して下さい。

自動車販売店等にあっては、軽自動車の車両番号標（ナンバープレート）を取付ける際
は、当該車の車台番号、自動車検査証の車台番号及び車両番号が同一であるか十分
に確認し確実に取り付けをお願いします。

軽自動車の車検において、車両番号標（ナンバープレート）の取付け間違いが発見され
ました。

・自動車検査証

・車台番号

・ナンバープレート

確認

ナンバー・プレート
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当協会に寄せられる、よくあるご質問にくわえて、
手続きに必要な書類等をご案内する「手続きナビ」
機能を追加した申請案内サイトを公開いたしました。
※手続きナビ・・・画面の質問にご回答いただくこと

で、正確な必要書類等をご案内する機能

当協会ＨＰよりアクセスできますので、ぜひご活用く
ださい。

お 知 ら せ

https://www.keikenkyo-faq.jp/

お知らせ
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 平成２９年４月から保安基準適合証の電子化が開始されたことに伴い、関連するＯＣＲシートに証明書指示欄及び  
□チェックの欄が追加されました。 
 平成２９年４月からは、これまでどおり保安基準適合証の電子化を利用せずに新規検査、継続検査、予備検査（保安基
準適合証のみ）、の申請を行う場合には、証明書指示欄に以下に該当する番号を記載することとなり、電子化を利用する場
合にはチェックの欄□にレが必要となります。 
 つきましては、自動車検査証の交付等を円滑に行うため、証明書指示欄に番号の記載をお願いします。 
 
 

                     
 
 
 
 

 

 

お願い～ＯＣＲの記載について～ 

＜電子保適証を利用しない場合＞ 

保安基準適合証の電子化を利

用せずに、これまでと同様に

申請される場合には、証明書

指示欄に「１」を記載してく

ださい。 

○94証明書指示 

 
 
 
1 保・自提出 
2 保適証提出 
3 自賠責提出 

1 

＜電子保適証を利用する場合＞ 

保安基準適合証を電磁的に提

供した場合は下欄の□にチェ

ック（レ）が必要です。 

※ご不明な点は、窓口職員にお問い合わせください。 

 

レ 

○94証明書指示 

 
 

記入しない 
 

第五章　軽自動車検査協会関係

- 139 -



持込検査を受ける認証工場の皆様へ
平成３１年４月から、軽自動車においても自動車（予備）検査証に認
証番号が記載されますので、申請書の「整備工場コード」欄に認証番
号の記入をお願いいたします。
なお、認証番号の記入は必須です。

対象手続き

・新規検査（中古に限る）・予備検査（中古に限る）・継続検査

※構造等変更検査は対象外です。

※指定工場で車検を実施した場合は、従来のとおり「指定番号」での記入になります。

新規検査・予備検査 （軽第１号様式）

継続検査 （軽専用第２号様式）

（注１）実際に受検した認証工場の認証番号を記入
してください。

（注２）指定工場の方が持込検査を受検した場合は
指定番号でなく、認証番号を記入してください。
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レイヤー 1

登録情報処理機関（AIRAS）

2019年（令和元年）
5月7日から

軽自動車OSSを
開始しました。

継続検査

お問い合わせ先：軽自動車OSS専用ダイヤル 電話：050-3364-0800
軽自動車OSSポータルサイト：https://www.k-oss.keikenkyo.or.jp

検査手数料・
自動車重量税の
電子納付

電子申請

Cl

ick
!

整備業務
システム

指定整備工場

自賠責

保安基準適合証

自賠責

保安基準適合証

申請代理人
申請書

検査手数料・重量税

申請情報

検査手数料・重量税

旧車検証

軽自動車検査協会事務所等

審　査

新車検証

保安基準
適合証情報

自賠責情報

OSSの前提条件

確　認

確　認

電子申請

電子納付

自賠責情報

申請データ

電子保安基準
適合証情報

新旧車検証の交換／検査標章の交付
※新旧車検証の交換の際には、納税証明書の提示が必要。
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軽自動車
ＯＳＳとは

軽自動車ＯＳＳ（継続検査）利用のメリット

軽自動車を保有するためには、各種申請（検査申請、地方税申告等）と

手数料・税の納付（検査手数料、自動車重量税、自動車取得税）が必要と

なります。これらの手続をインターネット上で一括して行うことによって、

申請者の負担を軽減させる仕組みが「軽自動車保有関係手続のワン

ストップサービス（軽自動車ＯＳＳ）」です。なお、現時点では、地方税の

申告等に関する手続は、軽自動車ＯＳＳの対象外となっています。

１．申請手続

○紙の書類の書き損じと比べ、電子入力の場合、訂正が圧倒的に容易。

○申請書類（申請書、保適証、自賠責証、重量税納付書）の提出・提示が不要。

３．検査手数料・自動車重量税の納付

○電子納付のため、自動車重量税の印紙の購入・貼付（貼り直し）が不要。

○印紙購入等のために現金等を持ち歩く必要がなくなり、盗難・紛失のリスクを回避。

２．保安基準適合証等の電子化（添付書類の作成）

○手書きに比べ、保安基準適合証（保適証）等の作成に要する時間が圧倒的に短縮

　（紙と比較して１/３程度　※「継続検査ＯＳＳ導入の手引き（国土交通省）」より）。

○保適証管理簿の電子化により、管理簿が自動で作成。

4．事務所等の窓口対応

ＯＳＳでは、事前に電子申請・納付を行っていただき、申請内容・税額等の審査が

終了した段階で、新車検証等を受取りに来ていただくこととなるため、

○申請の記載不備等があった際に事務所等への出頭が不要。

○窓口での待ち時間が短縮（審査に要する待ち時間がない）。
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平成３１年４月２６日、当協会のあ
る事務所の構内駐車場において、歩行者
と自動車の接触事故があり、歩行者の方
が亡くなられるという痛ましい事故が発生
しました。

当協会をご利用される皆様におかれまし
ては、これまで以上に歩行者等に注意し
ていただき、構内の徐行運転を厳守して
いただきますよう、お願いいたします。

なお、所定の駐車スペース以外の駐車
につきましても、思わぬ事故の原因となり
ますので、厳に慎んでいただきますようお願
いいたします。

お 知 ら せ来所される皆様へのお願い
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hadmin1
テキストボックス
９時から２１時まで利用できます。（土日祝も利用可。）

hadmin1
テキストボックス

hadmin1
テキストボックス

hadmin1
テキストボックス
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テキストボックス



 
　第六章　関連資料

 
 
 
　　１．景品表示法の概要について（消費者庁パンフレット「事例でわかる景品表示法」抜粋）
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